
全
乃
夫
局
、
。
ル

第
六
十
七
巻

前
漢
景
出
巾
期
園
制
轄
換
の
背
景

は

じ

め

に

一
景
帝
に
よ
る
諸
侯
王
針
策
の
路
線
特
換

二
景
帝
劉
啓
と
十
四
皇
子

三
漢
朝
に
お
け
る
皇
子
封
建
の
意
義

四
景
帝
に
よ
る
皇
子
封
建
の
過
程

五
宗
室
封
建
問
題
と
図
削
縛
換

(
一
)
景
帝
中
五
年
王
園
官
制
改
革

(
二
)
図
制
韓
換
の
契
機

お

わ

り

に

は

じ

め
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景
帝
中
五
年
(
前
一
四
五
)
、
景
帝
は
諸
侯
王
国
の
官
制
に
封
す
る
抜
本
的
な
改
革
を
断
行
す
る
。

第
二
競

杉

平
成
二
十
年
九
月
護
行

ホナ

白
'

I
1
1
 

1 
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諸
侯
玉
、
高
帝
の
初
め
置
く
、
金
璽
整
綬
、
其
の
園
を
治
む
る
を
掌
る
。
太
停
有
り
て
王
を
輔
け
、
内
史
は
園
の
民
を
治
め
、
中
尉
は
武

職
を
掌
り
、
丞
相
は
衆
官
を
統
べ
、
群
卿
大
夫
都
官
は
漢
朝
の
如
し
。
景
帝
中
五
年
、
諸
侯
王
を
し
て
復
び
圃
を
治
る
を
得
、
ざ
ら
し
め
、

天
子
第
に
吏
を
置
き
、
丞
相
を
改
め
て
相
と
日
い
、
御
史
大
夫
、
廷
尉
、
少
府
、
宗
正
、
博
士
官
を
省
き
、
大
夫
、
謁
者
、
郎
、
諸
官
の

長
丞
は
皆
な
其
の
員
を
損
な
う
。
(
『
漢
書
」
百
官
公
卿
表
上
、
以
下
「
百
官
表
」
と
略
稽
)

こ
の
改
革
に
よ
り
、
諸
侯
王
は
漢
初
以
来
奥
え
ら
れ
て
き
た
封
園
の
統
治
権
を
奪
わ
れ
、
王
園
統
治
は
漢
朝
の
抵
遣
す
る
王
園
相
と
内
史
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
高
租
が
導
入
し
た
同
姓
諸
侯
王
に
よ
る
分
割
統
治
瞳
制
は
こ
こ
に
終
わ
り
、
賓
質
的
に
は
諸
侯
王
国
も
郡
と

同
様
の
行
政
直
書
一
と
な
り
、
漢
帝
園
の
全
土
を
皇
帝
が
直
接
統
治
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

景
帝
中
五
年
に
行
わ
れ
た
こ
の
王
国
官
制
に
釘
す
る
改
革
に
つ
い
て
は
、
諸
侯
王
に
王
国
の
統
治
を
委
ね
帝
国
を
分
割
し
て
統
治
す
る
郡
園

制
か
ら
、
皇
帝
が
帝
国
全
土
を
一
元
的
に
統
治
す
る
郡
牒
制
へ
と
固
制
を
轄
換
し
、
皇
帝
専
制
支
配
が
達
成
さ
れ
た
重
要
な
タ
l
ニ
ン
グ
ポ
イ

2 

ン
ト
と
し
て
、
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
許
債
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
改
革
と
そ
こ
へ
向
か
う
流
れ
、
す
な
わ
ち
景
帝
即
位
直
後
か
ら
の
王
園

封
地
削
減
、
呉
楚
七
園
の
乱
の
勃
設
と
そ
の
鎮
一
墜
と
い
う
一
連
の
政
治
的
動
向
に
つ
い
て
も
、
高
組
以
来
の
一
元
的
な
郡
牒
支
配
へ
の
志
向
・

(
1
)
 

努
力
の
成
果
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
高
租
の
異
姓
諸
侯
王
甫
清
よ
り
丈
帝
期
ま
で
の
封
諸
侯
王
政
策
を
一
貫
し
た
一
元
的
中

央
集
権
化
政
策
と
と
ら
え
、
景
帝
の
削
地
策
は
そ
の
最
終
段
階
で
あ
り
、
呉
楚
の
乱
鎮
匿
に
よ
り
漢
朝
優
位
が
決
定
的
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
行

わ
れ
た
王
園
改
革
に
よ
っ
て
、
漢
初
以
来
の
宿
願
で
あ
っ
た
二
冗
的
統
治
盟
制
が
完
成
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
高
組
の
異
姓
諸
侯
王
の
霜
清
、
丈
帝
の
分
固
策
、
そ
し
て
景
帝
の
削
地
策
、
呉
楚
七
園
の
乱
、
王
国
官
制
改
革
と
績
く
歴
史
的

な
展
開
を
「
一
元
的
中
央
集
権
へ
の
過
程
」
と
し
て
「
評
慣
」
す
る
こ
と
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
歴

史
的
に
惰
献
し
た
結
果
に
針
す
る
「
許
慣
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
施
策
が
行
わ
れ
た
昔
時
に
お
い
て
、
高
祖
や
文
帝
が
二
冗
的
統
治
を
指
向
し

て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
は
景
帝
に
よ
る
削
地
策
・
王
園
官
制
改
革
の
目
的
が
そ
の
流
れ
に
乗
っ
た
「
郡
牒
化
」
に
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
貼
に

つ
い
て
は
、
別
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。



私
は
こ
れ
ま
で
、
高
粗
か
ら
丈
帝
期
ま
で
の
郡
園
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
中
で
、
郡
園
制
に
よ
る
分
割
統
治
は
帝
園
統

治
の
有
数
な
施
策
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
、
丈
帝
期
ま
で
は
郡
園
制
に
よ
る
園
制
整
備
が
目
指
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
従
来
説
明

(
2
)
 

さ
れ
て
き
た
高
組
以
来
の
一
貫
し
た
一
元
的
中
央
集
権
化
へ
の
道
筋
と
い
う
の
は
結
果
論
的
な
覗
酷
で
あ
る
と
指
摘
し
て
き
た
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
嗣
賄
で
見
た
と
き
す
ぐ
さ
ま
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
な
ぜ
景
帝
は
漢
初
郡
園
制
か
ら
二
万
的
な
中
央
集
権
睦
制

へ
と
韓
換
す
る
こ
と
に
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
漢
初
の
郡
園
制
が
帝
圃
統
治
に
有
殺
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
景
帝
の
治
世
に
な
っ
て
、

な
ぜ
そ
の
方
針
を
轄
換
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
漢
初
の
郡
圃
制
の
有
数
性
を
指
摘
す
る
上
で
は
、
避
け
て
は
通
れ
な

い
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
を
解
く
重
要
な
鍵
と
な
る
の
が
、
景
帝
中
五
年
に
行
わ
れ
た
王
国
改
革
な
の
で
あ
る
。

は
た
し
て
こ
の
改
革
は
二
冗
的
な
中
央
集
権
瞳
制
、
す
な
わ
ち
「
貰
質
的
な
郡
勝
制
」

へ
の
移
行
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
郡
固
制
」
か
ら
「
郡
牒
制
」

へ
と
い
う
固
制
の
縛
換
貼
に
ま
つ
わ
る
こ
の
重
要
な
疑
問
に
、
新
た
な
る
回
答
を
求
め
る
べ
く
、
ま
ず
は
景
帝

3 

即
位
の
時
貼
に
立
ち
戻
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

景
帝
に
よ
る
諸
侯
王
封
策
の
路
線
韓
換

丈
帝
後
七
年
(
前
一
五
七
)
六
月
、
長
安
城
未
央
官
に
て
前
漢
五
代
皇
帝
で
あ
る
丈
帝
が
崩
御
し
た
。
二
十
三
年
の
在
位
の
問
、
日
后
専
権

後
の
混
乱
を
牧
束
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、
釘
旬
奴
和
親
政
策
、
農
業
の
奨
闘
、
刑
法
改
革
な
ど
、
建
国
か
ら
竿
世
紀
を
む
か
え
た
漢
帝
国
の
固

(
3
)
 

力
を
充
賓
さ
せ
る
こ
と
に
腐
心
し
た
そ
の
治
世
を
讃
え
て
、
司
馬
遷
、
班
固
は
そ
ろ
っ
て
「
仁
君
」
と
評
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
丈
帝
評
に
は

後
世
の
粉
飾
が
幾
分
か
加
味
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
代
園
よ
り
入
朝
し
て
皇
帝
と
な
り
、
高
租
の
始
め
た
郡
園
制
統
治
瞳
制
を
維
持
、
整
備

(
4
)
 

し
て
い
っ
た
の
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
丈
帝
で
あ
り
、
そ
の
行
政
手
腕
と
バ
ラ
ン
ス
感
覚
は
高
く
評
憤
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
偉
大
な
る
父
帝
の
後
を
襲
っ
た
の
が
景
帝
劉
啓
で
あ
る
。
景
帝
は
即
位
と
同
時
に
丈
帝
を
額
彰
す
る
詔
を
布
告
し
、
文
帝
の
仁
政
路
線

163 

を
引
き
継
ぐ
か
の
よ
う
な
政
策
を
矢
継
ぎ
ば
ゃ
に
貰
施
す
る
。
元
年
(
前
一
五
六
)
正
月
に
は
農
民
が
肥
沃
な
土
地
に
移
住
す
る
こ
と
を
許
可



164 

し
、
四
月
に
は
天
下
に
大
赦
を
施
し
民
爵
を
賜
奥
、
ま
た
御
史
大
夫
陶
青
を
抵
遣
し
旬
奴
と
和
親
を
結
ん
で
い
る
。
翌
月
に
は
田
租
竿
克
の
詔

(
5
)
 

を
護
し
、
七
月
に
は
皇
帝
自
ら
の
護
案
で
官
吏
の
贈
賄
罪
に
閲
す
る
法
の
整
備
に
着
手
し
て
い
る
。
ま
る
で
、
父
帝
の
治
世
を
そ
の
ま
ま
ト

レ
ー
ス
す
る
か
の
よ
う
な
こ
れ
ら
の
政
策
は
、
景
帝
が
丈
帝
の
進
め
た
路
線
を
忠
賓
に
継
承
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
如
賓
に
示
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
景
帝
は
即
位
後
ま
も
な
く
諸
侯
王
国
封
地
の
削
減
を
断
行
し
て
い
る
。

三
年
冬
、
楚
王
朝
す
。
回
一
一
埴
錯
因
り
て
言
、
っ
、
楚
王
戊
往
年
薄
太
后
の
矯
に
服
し
、
私
に
服
舎
に
姦
せ
り
、
請
、
つ
ら
く
は
之
を
誌
さ
ん
こ
と

を
、
と
。
詔
し
て
赦
し
罰
し
て
東
海
郡
を
削
る
。
因
り
て
呉
の
珠
章
郡
、
舎
稽
郡
を
削
る
。
前
二
年
に
及
び
超
王
に
罪
有
り
て
、
其
の
河

聞
郡
を
削
り
、
臨
西
王
印
爵
を
責
り
姦
有
る
以
て
、
其
の
六
牒
を
削
る
o

(
『
史
記
』
呉
王
湯
列
惇
)

ま
ず
景
帝
二
年
(
前
一
五
五
)
に
は
、
王
の
罪
過
を
理
由
に
超
固
か
ら
河
聞
郡
を
、
そ
し
て
腰
西
固
か
ら
六
牒
を
浸
牧
す
る
。
翌
三
年
(
前
一

五
回
)
に
も
、
楚
王
の
服
喪
期
間
中
の
姦
淫
を
各
め
そ
の
所
領
か
ら
東
海
郡
を
削
り
、
さ
ら
に
は
長
年
入
朝
を
怠
っ
て
き
た
呉
王
に
封
し
て
、

(
6
)
 

呉
・
郭
の
二
郡
の
浸
牧
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
景
帝
の
こ
う
し
た
動
き
に
反
設
し
た
呉
王
劉
湧
は
、
同
年
、
封
地
を
削
ら
れ
た
諸
侯
王
た
ち

を
抱
き
込
み
大
規
模
な
反
乱
を
起
こ
す
。
前
漢
最
大
の
内
乱
と
し
て
有
名
な
呉
楚
七
圃
の
乱
で
あ
る
。
反
乱
勃
護
首
初
は
珠
断
を
許
さ
ぬ
形
勢

(
7
)
 

だ
っ
た
も
の
の
、
蓋
を
聞
け
て
み
れ
ば
二
ヶ
月
足
ら
ず
で
反
乱
軍
は
総
崩
れ
と
な
り
、
反
乱
に
荷
捨
し
た
七
固
の
王
は
い
ず
れ
も
自
殺
も
し
く

4 

は
諒
殺
さ
れ
て
反
乱
は
幕
を
閉
じ
、
漢
帝
国
と
景
帝
は
事
な
き
を
得
た
。
と
は
い
え
景
帝
に
よ
る
性
急
な
諸
侯
王
封
地
の
牧
奪
が
、
天
下
分
け

日
の
大
規
模
な
諸
侯
王
反
乱
を
引
き
起
こ
し
た
直
接
の
原
因
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
治
世
前
中
十
に
二
度
の
諸
侯
王
の
謀
叛
事
件
を

経
験
し
な
が
ら
、
寛
大
な
庭
置
と
諸
侯
王
・
宗
室
に
封
す
る
恩
典
を
施
す
こ
と
に
よ
り
、
郡
園
制
統
治
睦
制
の
維
持
に
努
め
た
丈
帝
の
方
針
と

(
8
)
 

く
ら
べ
る
な
ら
ば
、
景
帝
の
諸
侯
王
固
に
封
す
る
容
赦
の
な
い
態
度
は
、
そ
の
他
の
施
策
で
丈
帝
路
線
を
忠
賓
に
耀
承
し
て
い
る
の
と
は
封
照

的
で
あ
る
。

反
乱
の
引
き
金
と
な
っ
た
景
帝
の
封
諸
侯
王
政
策
は
、
そ
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
っ
た
量
錯
の
存
在
が
大
き
く
影
響
を
輿
え
て
い
た
と
さ
れ
る
。

量
錯
は
若
く
し
て
刑
名
の
亭
を
修
め
太
常
掌
故
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
丈
帝
の
時
、
斉
の
伏
生
の
も
と
に
遣
わ
さ
れ
向
書
を
皐
ぶ
。
蹄
京
後



は
太
子
会
白
人
に
任
じ
ら
れ
、
そ
の
後
、
太
子
門
大
夫
、
太
子
家
令
と
東
宮
府
の
な
か
で
昇
遷
し
て
い
っ
た
。
こ
の
時
に
太
子
で
あ
っ
た
劉
啓
と

主
従
闘
係
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
聞
も
量
錯
は
し
ば
し
ば
丈
帝
に
上
書
し
て
お
り
、

そ
の
際
に
諸
侯
王
封
地
の
削
減
を
提
言
し
て
い
る
。

丈
帝
十
二
年
(
前
会
六
八
)
に
は
、
第
二
回
の
賢
良
方
正
科
に
及
第
し
中
大
夫
に
任
じ
ら
れ
た
が
、
丈
帝
は
そ
の
才
能
は
認
め
な
が
ら
も
、
そ

の
過
激
な
封
諸
侯
王
政
策
を
採
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
太
子
劉
啓
が
即
位
す
る
や
量
錯
は
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
信
任
さ
れ
、
瞬
く

聞
に
内
史
か
ら
御
史
大
夫
へ
と
昇
進
し
、
そ
の
持
論
で
あ
る
削
地
策
も
景
帝
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

孝
景
帝
即
位
す
る
に
及
び
、
錯
は
御
史
大
夫
と
矯
り
、
上
に
誼
き
て
日
く
「
昔
高
帝
初
め
て
天
下
を
定
め
、
昆
弟
少
く
、
諸
子
弱
く
、
大

い
に
同
姓
を
封
じ
、
故
に
壁
子
悼
恵
王
を
王
と
し
て
斉
の
七
十
徐
城
に
王
と
し
、
庶
弟
一
冗
王
を
楚
の
四
十
徐
城
に
王
と
し
、
兄
子
槙
を
呉

の
五
十
鈴
城
に
王
と
す
。
三
庶
墜
を
封
じ
て
、
天
下
の
宇
ば
を
分
か
つ
。
今
、
呉
王
前
に
太
子
の
部
有
り
て
、
詐
り
て
病
と
稽
し
て
朝
せ

ず
は
、
古
法
に
於
い
て
誌
に
嘗
っ
。
丈
帝
忍
ぴ
ず
、
因
り
て
凡
杖
を
賜
う
。
徳
至
っ
て
厚
く
、
嘗
に
過
を
改
め
て
自
ら
新
た
に
す
べ
き
な

る
も
、
乃
ち
盆
ま
す
騎
溢
し
、
山
に
即
き
て
銭
を
鏡
、
海
水
を
煮
て
盟
を
矯
し
、
天
下
の
亡
人
を
誘
い
て
、
謀
り
て
乱
を
作
さ
ん
と
す
。

5 

今
、
之
を
削
る
も
亦
た
反
し
、
之
を
削
ら
ざ
る
も
亦
た
反
す
。
之
を
削
ら
ば
、
其
の
反
す
る
こ
と
盃
や
か
に
し
て
繭
い
小
な
ら
ん
。
削
ら

ざ
れ
ば
、
反
す
る
こ
と
遅
き
も
繭
い
大
な
ら
ん
o
」
と
。
(
『
史
記
』
呉
王
埠
列
停
)

量
錯
は
、
諸
侯
王
の
反
乱
は
避
け
て
は
通
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
被
害
を
最
小
限
に
止
め
る
た
め
に
は
、
封
地
削
減
に
よ
っ
て
諸
侯
王

圃
を
弱
瞳
化
す
る
ほ
か
は
な
い
、
と
主
張
す
る
。
こ
の
献
策
が
景
帝
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
先
に
み
た
よ
う
な
諸
侯
王
国
に
封
す

る
封
地
浸
牧
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
諸
侯
王
側
に
も
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
詮
擦
に
反
乱
の
首
謀
者
で
あ
る
呉
王
湧
が
諸
侯
王

に
迭
っ
た
椴
文
に
は
、

以
う
に
漢
に
賊
臣
有
り
、
天
下
に
功
無
く
、
諸
侯
の
地
を
侵
奪
し
、
吏
を
し
て
劾
繋
訊
治
せ
し
め
、
之
を
傍
辱
す
る
を
以
て
故
と
矯
し
、

諸
侯
人
君
の
穫
を
以
て
劉
氏
骨
内
を
遇
せ
ず
、
先
帝
の
功
臣
を
絶
ち
、
姦
元
を
進
任
し
、
天
下
を
註
乱
し
、
一
吐
穣
を
危
う
く
せ
ん
と
欲
す
。
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陛
下
は
病
多
く
志
失
い
て
、
省
察
す
る
能
は
ず
。
兵
を
畢
げ
て
之
を
諒
せ
ん
と
欲
す
、
謹
ん
で
教
え
を
聞
か
ん
。
(
『
史
記
』
呉
王
湧
列
惇
)
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と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
諸
侯
王
封
地
の
侵
奪
を
進
め
た
「
君
側
の
好
」
日
一
一
邑
錯
を
取
り
除
く
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。

諸
侯
王
封
策
に
閲
す
る
丈
帝
か
ら
景
帝
へ
の
路
線
轄
換
は
、
且
一
一
題
錯
の
献
策
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
事
賓
が
象
徴
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
な

(
9
)
 

ぜ
、
景
帝
は
他
の
政
策
で
は
丈
帝
路
線
を
継
承
し
な
が
ら
諸
侯
王
封
策
に
お
い
て
は
量
錯
の
策
を
採
用
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
太
子
時

(
刊
)

代
か
ら
の
寵
臣
で
あ
る
量
錯
の
策
で
あ
れ
ば
こ
そ
採
用
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
丈
帝
期
ま
で
の
程
健
策
か
ら
の
急
激
な
路
線
韓
換

lま

一
一
言
で
い
え
ば
拙
速
に
過
ぎ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
か
諸
侯
王
封
地
の
回
収
を
急
が
ね
ば
な
ら
な
い
事
情
が
他
に
あ
っ
た

こ
と
を
疑
わ
せ
る
。

(
U
)
 

こ
の
疑
問
に
つ
い
て
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
の
は
張
幅
運
氏
で
あ
る
。
張
氏
は
そ
の
論
考
「
西
漢
呉
楚
七
園
之
乱
原
因
排
析
」
で
、
呉

楚
の
乱
の
原
因
が
景
帝
と
且
一
国
錯
に
よ
る
過
激
な
削
地
策
に
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
呉
王
に
叛
意
が
あ
る
と
し
て
性
急
に
削
地
策
を
進
め
た
量

錯
の
判
断
の
是
非
を
検
詮
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
景
帝
と
同
一
一
温
錯
の
採
っ
た
削
地
策
は
下
策
で
あ
っ
て
政
治
的
判
断
と
し
て
は
課
り
で
あ
り
、
呉

王
湧
を
は
じ
め
と
す
る
反
乱
側
も
削
地
さ
れ
な
け
れ
ば
叛
意
を
抱
く
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
し
て
い
る
。
張
氏
の
関
心
は
、
日
一
一
邑
錯
の
削
地
策
に

封
す
る
許
債
や
本
首
に
呉
王
湧
に
叛
意
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
心
情
を
論
ず
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
景
帝
が

6 

量
錯
の
削
地
策
を
採
用
し
た
理
由
を
検
討
す
る
第
一
章
に
首
た
る
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
張
氏
は
、
景
帝
が
且
一
邑
錯
の
削
地
策
を
採
用
し
性
急
な

ま
で
に
諸
侯
王
封
地
の
牧
奪
に
向
か
っ
た
の
は
、
皇
子
封
建
の
封
地
を
捻
出
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
後
に
詳
し
く
見
る
が
、

確
か
に
景
帝
に
は
十
四
人
も
の
皇
子
が
あ
り
、
彼
ら
の
う
ち
皇
太
子
を
除
く
十
三
人
が
諸
侯
王
と
し
て
封
建
さ
れ
た
。
そ
の
事
賓
か
ら
推
し
て
、

張
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
皇
子
封
建
の
た
め
の
封
地
不
足
を
補
う
た
め
に
景
帝
は
諸
侯
王
封
地
の
削
減
に
乗
り
出
し
、
そ
れ
に
反
護
し
た
諸
侯

王
側
が
反
乱
を
お
こ
し
た
、
と
い
う
の
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
。

張
氏
の
指
摘
は
呉
楚
七
園
の
乱
の
原
因
と
し
て
皇
子
封
建
の
用
地
捻
出
が
あ
っ
た
と
す
る
に
留
ま
る
が
、
賓
は
こ
の
景
帝
の
皇
子
封
建
の
問

題
は
、
車
に
呉
楚
七
固
の
乱
の
原
因
と
い
う
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
諸
侯
王
国
改
革
に
よ
る
王
圃
統
治
権
の
回
牧
へ
と
向
か

う
流
れ
に
も
大
き
な
影
響
を
輿
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
丈
帝
期
の
穏
健
的
な
諸
侯
王
園
政
策
か
ら
、
諸
侯
王
封
地
の
削
減
そ



し
て
最
終
的
に
二
冗
的
な
中
央
集
権
瞳
制
へ
と
圃
制
を
再
編
す
る
こ
と
に
な
っ
た
景
帝
期
に
お
け
る
諸
侯
王
国
政
策
の
急
激
な
路
線
轄
換
を
説

明
す
る
上
で
、
こ
の
景
帝
と
そ
の
皇
子
た
ち
の
存
在
、
そ
し
て
そ
れ
を
取
り
巻
く
宗
室
劉
氏
、
さ
ら
に
は
彼
ら
が
捨
う
郡
固
制
の
あ
り
方
は
、

重
要
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
張
氏
の
指
摘
を
出
護
措
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
景
帝
と
皇
子
封
建
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
こ
と
が
呉
楚
七
園
の
乱
か
ら
王
園
制

度
改
革
へ
と
展
開
す
る
景
帝
期
の
園
制
再
編
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
輿
え
た
の
か
に
つ
い
て
、
以
下
に
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

景
帝
劉
啓
と
十
四
皇
子

ま
ず
は
景
帝
即
位
以
前
の
宗
室
全
瞳
の
状
況
か
ら
確
認
し
て
い
こ
う
。
丈
帝
末
年
に
お
け
る
宗
室
劉
氏
の
状
況
を
系
固
に
ま
と
め
た
の
が

で
あ
る
。
こ
の
系
固
に
は
丈
帝
末
年
に
諸
侯
王
も
し
く
は
王
子
侯
と
し
て
封
建
さ
れ
て
い
た
者
を
記
載
し
て
い
る
。
網
掛
け
は
丈

帝
末
年
時
酷
で
す
で
に
他
界
し
て
い
る
者
を
、
枠
線
は
呉
楚
七
園
の
乱
で
反
乱
側
に
つ
い
た
王
侯
を
示
し
て
い
る
。

【
系
園
1

】

さ
て

【
系
園

1
】

か
ら
丈
帝
末
年
の
宗
室
の
賦
況
を
見
て
み
る
と
、
首
時
の
宗
室
は
大
き
く
分
け
て
、
太
上
皇
か
ら
分
岐
し
た
王
家

7 

(
燕
・
呉
・
楚
)
、
古
同
組
か
ら
分
岐
し
た
王
家
(
斉
・
准
南
・
超
)
と
丈
帝
の
皇
子
た
ち
(
梁
・
代
)
と
い
う
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
系
圃
を
見
て

も
分
か
る
通
り
、
丈
帝
期
に
宗
室
の
中
で
大
き
な
勢
力
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
七
王
四
侯
を
輩
出
し
て
い
た
斉
王
家
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
て

丈
帝
の
皇
子
は
四
人
で
、
長
子
劉
啓
が
太
子
と
な
り
残
り
三
皇
子
が
封
建
さ
れ
た
が
、
梁
に
封
建
さ
れ
た
劉
揖
は
丈
帝
十
一
年
(
前
会
六
九
)

に
落
馬
の
怪
我
が
も
と
で
早
世
し
て
い
る
た
め
、
諸
侯
王
と
し
て
残
っ
た
の
は
二
人
の
み
と
少
数
で
あ
る
。
日
氏
専
権
後
の
皇
統
交
替
に
よ
り

丈
帝
一
族
に
皇
統
が
移
動
し
た
た
め
、
宗
家
で
あ
る
皇
帝
家
と
他
の
宗
室
諸
侯
王
家
と
の
聞
に
人
員
の
面
で
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
状
態
が
生
み
出

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
丈
帝
十
六
年
(
前
一
六
四
)
に
行
わ
れ
た
斉
園
の
七
分
割
、
准
南
国
の
三
分
割
は
、
そ
う
し
た
宗
家
と
諸
侯
王
家
と
の

パ
ワ
l
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
意
味
合
い
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
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ま
た
、
丈
帝
に
と
っ
て
同
世
代
の
諸
侯
王
で
唯
一
残
っ
て
い
た
呉
王
劉
槙
も
気
に
か
か
る
存
在
だ
ろ
う
。
丈
帝
の
浸
年
齢
は
四
十
七
歳
で
あ
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歴代皇帝副位・在位表

i盆 誰 即位年 時 崩御年 浸長iiE皇長帝即位前太在位子子皇 備考
年数数

1 両租劉邦B.C206: 42 B.C195 : 53: 12 漠王 。 8 

2 忠、帝劉盈B.C.195: 16 B.C188 : 22 7 太子 12 ?劉邦漠王即位後、立太子

3 少併劉恭B.C.188 つ B.C184 ワ 4 ワ 。忠、帝崩御後、呂后により即
位

4 少帝劉弘B.C184 つ B.C180 つ 4 恒山三七 ワ 。 先帝廃位後、呂宿により却
位

5 文帝劉恒B.C.180 24 B.C157 : 47: 23 代王 。 4 円氏諒滅後、代王から即位

6 景子匠劉啓 B.C.157 32 B.C141 ; 48; 16 太子 23 ~ 14 父帝即位後、立太子

7 武市劉徹B.C141 16 B.C.87 : 70: 54 太子 9 
6 兄太子廃位後、臨il王から

立太子 CB.C.150年)

8 昭子iii劉弗陵 B.C.87 8 B.C.74 : 21: 13 太子 I 。武帝崩御の直前に立太子

9 廃帝劉賀 B.C.74 つ B.C.74 ワ 。 呂邑王 。 ? 昭帝死後、即位

10 宣市劉詞 B.C.74 18 B.C.49 : 43: 25 民間 。 5 昌邑王賀廃位の後、陽武侯
に、次いで即位

11 元帝劉爽 B.C.49 26 B.C.33 ~ 42 ~ 16 太子 18 3 1 B.C.67年に立太子

12 成帝劉鷲 B.C.33 19 B.C.7 45: 26 太子 15 。 父帝即位翌年に立太子

13 哀帝劉欣 B.C.7 19 B.C.1 25 6 太子 2 
。 B.C.9年に定陶王から立太

了一

14 平帝劉街 A.D.1 9 A.D.5 13; 4 中山王 。 。 て歳で中111王、民帝尉御後
即位

(15) 劉嬰 A.D.6 2 A.D.8 4 2 。 。宣帝の玄孫、楚孝王審の曾
孫、慶戚侯喜子jの孫

[表リ

※『史記Jr漢書』の本文ならびに注にヲ|く臣賞読をもとに作成した。なお、匝讃の記す即位年

の諜りについては、吉本這雅「漢高組生年考Jcr立命館大卒東洋史研究曾曾報』三八、三00
阿)で指摘されており、本表もそれに従っている O

る
が12

一
方
の
呉
王
劉
湧
は
景
帝
三
年
(
前

一
五
四
)
の
呉
楚
七
園
の
乱
の
際
に
自
ら
の

年
齢
を
「
年
六
十
二
」
(
『
史
記
』
呉
玉
津
列

惇
)
と
言
っ
て
お
り
、
丈
帝
崩
御
時
に
は
五

十
九
歳
だ
っ
た
計
算
に
な
る
。

つ
ま
り
劉
湯

は
丈
帝
よ
り
も
年
上
で
あ
り
、
宗
室
全
睦
で

見
て
も
最
長
老
の
立
場
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
た
と
え
庶
家
で
あ
っ
た
と
し
て
も
宗
室

の
長
老
は
一
日
置
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

9 

例
え
ば
、
呂
氏
諒
滅
後
の
新
帝
選
定
の
際
に

護
せ
ら
れ
た
燕
王
(
常
時
は
浪
邪
王
)
劉
淳

の

今
諸
も
ろ
の
大
臣
は
狐
疑
し
て
未
だ
定

ま
る
所
有
ら
ざ
る
な
り
。
而
る
に
津
は

劉
氏
に
お
い
て
最
も
年
長
た
り
。
大
臣

も
と
よ
り
揮
の
決
を
待
ち
て
計
る
。

(
『
漢
書
』
高
五
王
惇
)

と
の
言
は
、
宗
室
内
部
に
お
け
る
長
老
の
位

置
づ
け
を
示
す
格
好
の
事
例
と
い
え
る
。
し
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長沙王君主

常山王舜

清河王采

惨東王寄

庚川王越

臨江主祭()設太子)

l 河開王j患

臨江王悶

「魯王徐
江都王非

惨西王端

趨王室歩前且

中山王靖

武帝劉徹

か
も
丈
帝
景
帝
親
子
と
呉
王
家
と
は
、
呉
王
太
子
殴
殺
事
件
以

来
、
複
雑
な
感
情
の
あ
や
が
生
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
丈
帝

が
郡
固
制
に
よ
る
統
治
瞳
制
を
維
持
す
る
た
め
に
、
宗
室
一
族

(
叫
)

で
あ
る
他
の
王
家
に
封
し
細
心
の
注
意
を
捕
っ
て
い
た
の
は
、

新
た
に
皇
統
を
縫
い
だ
丈
帝
一
族
が
、
こ
う
し
た
宗
室
内
の
微

妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
置
か
れ
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
、
そ
う
し
た
状
況
の
中
に
身
を
置
い
て
い
た
、
太
子
時

景帝皇子系圃

代
の
景
帝
劉
啓
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
丈
帝
の
長
子
で
あ
っ

た
劉
啓
は
、
文
帝
即
位
の
年
(
前
一
七
九
)
に
立
太
子
さ
れ
、

10 

そ
の
ま
ま
太
子
時
代
を
過
ご
し
て
帝
位
を
縫
い
で
い
る
が
、
賓

系園 2

は
こ
う
し
た
安
定
的
な
皇
位
継
承
は
前
漢
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ

な
い
。
【
表
1

】

は
歴
代
皇
帝
の
即
位
・
浸
年
齢
や
太
子
在
位

期
間
、
皇
子
数
な
ど
を
一
貫
に
し
た
表
で
あ
る
。
前
漢
の
皇
帝

十
五
人
の
う
ち
父
帝
即
位
直
後
に
立
太
子
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
皇

帝
位
を
縫
承
し
た
皇
帝
は
、
(
貫
は
恵
帝
、
景
帝
、
成
帝
の
三
人

の
み
で
あ
る
。
ま
た
皇
太
子
に
あ
っ
た
期
間
の
長
い
の
は
劉
啓

(
景
帝
)
が
二
十
三
年
、
劉
爽
(
元
帝
)
が
十
八
年
、
劉
驚
(
成

帝
)
が
十
五
年
と
な
っ
て
い
る
。
武
帝
や
昭
帝
は
兄
の
廃
太
子

(
日
)

を
う
け
て
改
め
て
立
太
子
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
他
は
文
帝
の
よ



う
に
先
帝
崩
御
後
に
長
安
に
入
り
帝
位
に
就
い
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
前
漢
時
代
の
皇
太
子
の
地
位
は
そ
れ
ほ
ど
絶
封
的
な
も
の
で
は
な

(
国
)

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
景
帝
劉
啓
の
よ
う
に
父
帝
の
在
位
期
間
で
あ
る
二
十
三
年
聞
を
皇
太
子
と
し
て
過
ご
せ
た
の
は
珍
し

い
例
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
即
位
し
た
年
齢
を
み
て
み
る
と
、
景
帝
は
初
代
高
租
を
除
く
歴
代
皇
帝
の
中
で
最
も
高
齢
の
三
十
二
歳
で

即
位
し
て
い
る
。
そ
れ
に
次
ぐ
の
は
元
帝
の
二
十
六
歳
、
丈
帝
の
二
十
四
歳
で
あ
る
。
前
漢
時
代
は
後
漢
時
代
に
比
べ
幼
帝
が
す
く
な
く
、
そ

の
た
め
皇
帝
の
権
力
が
安
定
し
て
い
た
が
、
そ
の
な
か
で
も
三
十
代
で
の
即
位
と
い
う
の
は
他
に
例
を
見
な
い
。
こ
う
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、

景
帝
劉
啓
と
は
前
漢
時
代
の
中
で
も
っ
と
も
長
期
間
に
わ
た
っ
て
安
定
し
た
皇
太
子
時
代
を
過
ご
し
た
皇
帝
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
要
因
の
一
つ
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
景
帝
に
は
賓
に
多
く
の
皇
子
が
い
た
の
で
あ
る
。

景
帝
は
六
人
の
妃
の
聞
に
十
四
人
の
皇
子
を
授
か
っ
た
(
【
系
圃
2
】
参
照
)
。
こ
の
皇
子
十
四
人
と
い
う
の
は
、
他
の
皇
帝
と
比
べ
て
み
る
と

際
立
っ
て
多
い
人
数
で
あ
る
。
他
の
歴
代
皇
帝
を
見
て
み
る
と
、
高
祖
に
は
八
人
、
武
帝
が
六
人
、
官
一
帝
五
人
、
丈
帝
四
人
、
そ
し
て
元
帝
に

(
灯
)

は
三
人
の
皇
子
が
い
た
が
、
そ
の
ほ
か
賓
数
の
不
明
な
恵
帝
を
除
け
ば
、
残
り
の
四
人
の
皇
帝
に
は
皇
子
が
い
な
か
っ
た
。
こ
の
中
で
見
れ
ば

11 

景
帝
の
皇
子
十
四
人
と
い
う
の
は
飛
び
ぬ
け
て
多
い
数
字
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
景
帝
を
と
り
ま
く
賦
況
と
い
う
の
は
、
前
漢
時
代
の
中
で
も
特
殊
な
賦
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
と
り
わ
け
十
四

人
も
の
皇
子
の
存
在
は
、
成
員
の
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
は
い
え
な
か
っ
た
昔
時
の
宗
室
全
瞳
か
ら
見
て
も
、
皇
室
と
他
の
王
家
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

覆
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
景
帝
即
位
後
に
は
、
こ
の
十
四
人
の
皇
子
の
う
ち
皇
太
子
を
除
く
十
三
人
が
、
諸
侯
王
と
し
て
封
建

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
張
氏
の
指
摘
は
、
こ
の
十
三
人
も
の
皇
子
を
封
建
す
る
際
の
封
地
不
足
が
問
題
と
な
り
、
景
帝
を
し
て
同
一
一
温
錯
の
諸

侯
王
削
地
策
を
採
用
せ
し
め
、
引
い
て
は
そ
の
こ
と
が
呉
楚
七
園
の
乱
の
原
因
と
も
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
景
帝
は
な
ぜ
十
四
人
す
べ
て
の
皇
子
を
封
建
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
皇
帝
の
皇
子
を
封
建
す
る
こ

と
は
、
漢
帝
国
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
皇
子
を
諸
侯
王
と
し
て
封
建
す
る
と
い
う
行
震
は
、
歴
代
王
朝
で

171 

も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
意
味
や
重
要
性
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
景



172 

帝
の
よ
う
に
十
三
人
も
の
皇
子
を
全
て
封
建
し
、
そ
の
過
程
で
諸
侯
王
の
大
規
模
な
反
乱
が
起
き
る
と
い
う
事
態
を
目
の
嘗
た
り
に
す
る
と
、

改
め
て
漢
朝
に
と
っ
て
の
皇
子
封
建
の
意
味
を
考
え
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

漢
朝
に
お
け
る
皇
子
封
建
の
意
義

武
帝
の
皇
子
に
つ
い
て
記
し
た
『
史
記
』
三
王
世
家
で
あ
る
。
武
帝
に
は
六
人
の
皇
子
が
い
た
。
そ
の
う
ち
初
め
に
太
子
と
な
っ
た
良
太
子
劉

景
帝
が
皇
子
を
封
建
す
る
際
の
事
情
を
示
す
直
接
的
な
史
料
は
蔑
さ
れ
て
お
ら
ず
、
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
、

擦
と
末
子
の
昭
帝
劉
弗
陵
は
封
建
さ
れ
て
お
ら
ず
、
他
の
四
皇
子
が
封
建
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
斉
王
劉
聞
、
燕
王
劉
日
二
贋
陵
王
劉
膏
の
三
人

が
元
狩
六
年
(
前
二
七
)
に
封
建
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
皇
子
を
諸
侯
王
と
し
て
封
建
す
る
こ
と
を
奏
請
す
る
大
臣
た
ち
と
そ
れ
を
拒
否
す

る
武
帝
と
の
聞
で
、
皇
子
封
建
の
意
味
に
つ
い
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
三
王
世
家
に
は
、
そ
の
と
き
の
上
奏
丈
や
詔
救
が
そ
の
ま
ま
記

(
国
)

載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
武
帝
の
皇
子
封
建
に
閲
す
る
議
論
の
推
移
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

⑧⑦⑥⑤④③②①  

12 

震
去
病
に
よ
る
皇
子
の
諸
侯
王
封
建
の
上
奏
。
御
史
に
下
す
。

丞
相
ら
の
協
議
の
結
果
、
皇
子
を
諸
侯
王
に
封
建
す
る
こ
と
を
奏
請
。

武
帝
、
皇
子
の
諸
侯
王
封
建
を
拒
否
、
列
侯
と
し
て
封
建
す
る
こ
と
を
協
議
さ
せ
る
。

丞
相
ら
、
再
び
皇
子
を
諸
侯
王
に
封
建
す
る
よ
う
に
奏
請
。

武
帝
、
再
び
拒
否
。
再
度
列
侯
と
し
て
封
建
す
る
よ
う
に
下
す
。

丞
相
ら
、
皇
子
を
諸
侯
王
と
し
て
封
建
す
る
よ
う
再
度
奏
上
。
上
奏
丈
と
ど
め
置
か
れ
る
。

丞
相
ら
、
重
ね
て
奏
請
。

武
帝
に
よ
る
裁
可
。

こ
こ
で
は
臣
下
の
奏
上
↓
皇
帝
に
よ
る
辞
譲
が
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、

や
や
形
式
的
な
感
は
否
め
な
い
。
し
か
し
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
臣



下
が
皇
子
を
諸
侯
王
に
封
建
す
る
こ
と
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
武
帝
に
繰
り
返
し
説
い
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
漢
朝
に
と
っ
て

の
皇
子
封
建
の
理
念
的
な
重
要
性
が
窺
え
る
。

例
え
ば
、
②
で
は
、
最
初
に
丞
相
ら
が
皇
子
封
建
の
意
義
に
つ
い
て
、
「
古
は
、
地
を
裂
き
圃
を
立
て
、
諸
侯
を
並
べ
建
て
以
て
天
子
に
承

く
る
は
、
宗
廟
を
寧
び
一
吐
榎
を
重
ん
ず
る
所
以
な
り
。
」
と
、
古
来
よ
り
諸
侯
を
封
建
し
て
い
た
の
は
宗
廟
祉
稜
を
隼
重
す
る
こ
と
に
つ
な
が

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
遮
べ
、
皇
子
封
建
が
漢
の
宗
廟
枇
稜
を
重
ん
じ
る
こ
と
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
③
か
ら
④
に
か
け
て
も
、

一
族
を
封
建
す
る
こ
と
が
「
宗
廟
を
尊
び
祉
稜
を
重
ん
ず
る
所
以
」
で
あ
る
こ
と
を
再
度
説
い
て
い
る
。
し
か
し
い

ず
れ
も
武
帝
は
そ
の
奏
請
を
拒
否
し
、
⑤
で
大
臣
た
ち
に
皇
子
の
列
侯
封
建
を
議
す
る
旨
を
下
げ
渡
し
て
い
る
。
そ
こ
で
大
臣
ら
は
、
⑥
で
今

周
の
故
事
を
引
き
つ
つ
、

度
は
高
祖
の
子
弟
封
建
の
事
例
を
持
ち
出
し
て
く
る
。

高
皇
帝
、
乱
世
を
援
め
諸
を
正
に
反
え
し
、
至
徳
を
明
ら
か
に
し
海
内
を
定
め
、
諸
侯
を
封
建
し
爵
位
二
等
な
り
。
皇
子
或
は
繊
栴
に
在

り
て
、
而
し
て
立
ち
て
諸
侯
王
と
な
り
、
天
子
に
奉
承
す
る
は
、
高
世
の
法
則
た
り
て
、
易
う
べ
か
ら
ず
。
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:
今
、
諸

13 

侯
の
支
子
封
ぜ
ら
れ
て
諸
侯
王
に
至
り
、
而
し
て
皇
子
を
家
と
し
列
侯
と
な
さ
ん
と
す
。
臣
青
翠
、
臣
湯
等
、
窃
に
伏
し
て
之
を
執
計
す

る
に
、
皆
な
以
負
え
ら
く
隼
卑
序
を
失
い
、
天
下
を
し
て
失
望
せ
し
む
、
不
可
な
り
、
と
。
臣
請
う
ら
く
は
臣
問
、
臣
旦
、
臣
青
を
立
て

て
諸
侯
王
と
な
さ
ん
こ
と
を
。

こ
こ
で
丞
相
た
ち
は
、
高
租
の
皇
子
た
ち
が
幼
少
で
あ
り
な
が
ら
諸
侯
王
に
建
て
ら
れ
て
天
子
の
命
を
奉
承
し
た
故
事
は
「
蔦
世
の
法
則
」

で
あ
り
「
易
う
べ
か
ら
ざ
る
」
も
の
で
あ
る
と
武
帝
を
説
得
し
て
い
る
。
こ
の
奏
上
は
宮
中
に
留
め
置
か
れ
る
が
、
そ
の
聞
に
大
臣
ら
は
再
び

奏
上
す
る
。

:
:
:
臣
青
翠
等
、
窃
に
列
侯
臣
喜
育
成
等
二
十
七
人
と
議
す
る
に
、
比
白
日
く
以
局
、
つ
に
隼
卑
序
を
失
わ
ん
。
高
皇
帝
天
下
を
建
て
、
漢
の
太

組
と
な
り
、
子
孫
を
王
と
し
、
支
輔
を
虞
む
。
先
帝
の
法
則
を
改
め
ざ
る
は
、
至
隼
を
宣
ぶ
る
所
以
な
り
、
と
。
臣
請
う
ら
く
は
史
官
を

173 

し
て
吉
日
を
揮
ぴ
て
、
櫨
儀
を
具
え
て
上
ら
し
め
、
御
史
を
し
て
輿
地
の
圃
を
奏
せ
し
め
、
他
は
皆
な
前
の
故
事
の
如
く
せ
ん
。
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こ
こ
で
も
再
び
高
租
の
故
事
を
奉
げ
、
皇
子
封
建
は
「
先
帝
の
法
則
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
改
め
な
い
の
は
至
隼
の
徳
を
宣
揚
す
る
た
め
で
あ

る
、
と
丞
相
た
ち
は
重
ね
て
皇
子
の
封
建
を
請
願
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
武
帝
も
皇
子
の
諸
侯
王
封
建
を
制
可
し
、
劉

聞
は
斉
王
、
劉
旦
は
燕
王
、
劉
膏
は
麿
陵
王
に
封
ぜ
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
封
地
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
や
り
取
り
の
中
で
、

皇
子
封
建
の
際
に
大
臣
た
ち
が
武
帝
を
説
き
伏
せ
る
言
説
と
し
て
持
ち
出
し
て
い
る
内
容
は
、
首
時
朝
廷
が
皇
子
封
建
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し

て
い
た
の
か
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
と
は
、

一
つ
に
は
周
の
封
建
故
事
よ
り
「
宗
廟
を
隼
び
枇
榎
を
重
ん
じ
る
」
た
め
で
あ
り
、

そ
れ
に

よ
っ
て
「
隼
卑
の
序
を
保
つ
」
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
二
つ
目
が
高
組
の
子
弟
封
建
の
事
例
を
引
き
、
至
隼
を
宣
揚
す
る
た
め

に
も
「
先
立
(
巾
の
法
」
は
改
め
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

賓
は
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
や
り
取
り
が
、
丈
帝
即
位
直
後
の
皇
太
子
選
定
の
際
に
も
見
ら
れ
る
。
丈
帝
に
よ
る
立
太
子
は
即
位
か
ら
二
ヶ
月

後
の
丈
帝
元
年
(
前
一
七
九
)
正
月
に
行
わ
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
有
司
に
よ
る
奏
請
と
丈
帝
に
よ
る
詐
譲
を
繰
り
返
し
、

三
度
目
の
奏
請
に
よ
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り
よ
う
や
く
立
太
子
さ
れ
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
(
『
史
記
』
孝
文
本
紀
)
o

そ
の
際
に
有
司
が
立
太
子
を
進
め
る
理
由
と
し
て
奉
げ
て
い
る

の
は
、
「
蚤
く
太
子
を
建
つ
る
は
、
宗
廟
を
隼
ぶ
所
以
な
り
。
太
子
を
立
て
ん
こ
と
を
請
う
。
」
(
一
度
目
の
奏
請
)
、
「
務
め
太
子
を
建
つ
る
は
、

宗
廟
一
吐
稜
を
重
ん
じ
、
天
下
を
忘
れ
ざ
る
所
以
な
り
。
」
(
二
度
目
の
奏
請
)
と
、

や
は
り
宗
廟
一
吐
榎
を
隼
重
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
二
度
目
の
奏
請
に
封
し
て
丈
帝
が
、
皇
子
の
他
に
も
楚
王
劉
交
や
呉
王
劉
湯
、
准
南
王
劉
長
な
ど
の
有
懐
の
一
族
が
い
る
と
し
て
固
辞
す
る

と
、
今
度
は
、

高
帝
親
ら
士
大
夫
を
率
い
て
、
始
め
て
天
下
を
平
ら
ぐ
や
、
諸
侯
を
建
て
、
帝
者
の
太
組
と
矯
れ
り
。
諸
侯
王
及
び
列
侯
の
始
め
て
園
を

受
く
る
者
皆
亦
た
其
の
園
の
租
と
矯
れ
り
。
子
孫
嗣
を
継
、
ぎ
、
世
世
絶
え
ざ
る
は
、
天
下
の
大
義
な
り
。
故
に
高
帝
は
之
を
設
け
て
以
て

海
内
を
撫
せ
り
。
今
宜
し
く
建
つ
べ
き
を
稗
て
て
更
に
諸
侯
及
び
宗
室
よ
り
選
ぶ
は
、
高
帝
の
志
に
非
ざ
る
な
り
。

と
、
こ
こ
で
も
有
司
は
「
高
組
の
志
」
を
持
ち
出
し
て
丈
帝
を
説
得
し
て
い
る
。

こ
の
事
例
と
先
の
武
帝
の
皇
子
封
建
の
事
例
を
見
比
べ
る
と
、
奏
請
と
辞
譲
を
繰
り
返
す
手
順
や
そ
の
言
い
回
し
な
ど
、
共
通
貼
が
多
く
、



や
は
り
形
式
的
な
意
味
合
い
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
「
宗
廟
・
枇
稜
」
に
つ
い
て
は
、
宗
室
関
連
の
政
策
に
よ
く
見
ら
れ
、

しミ

わ

ば
修
辞
的
な
丈
言
の
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
貼
で
は
、
武
帝
の
皇
子
封
建
で
重
詞
附
さ
れ
た
「
宗
廟
・
祉
稜
の
隼
重
」
「
先
帝
の
法
則
の
遁
{
寸
」

も
、
修
辞
的
な
表
現
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
謹
言
が
公
式
に
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
理
念
の
う
え
で

は
、
皇
子
封
建
は
皇
太
子
の
珊
立
と
な
ら
ぶ
重
要
な
義
務
と
し
て
意
識
さ
れ
、
そ
の
中
で
「
宗
廟
・
祉
榎
」
「
先
帝
の
法
則
」
が
重
要
覗
さ
れ

て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
二
つ
の
う
ち
「
宗
廟
・
枇
棋
の
隼
重
」
が
説
か
れ
る
際
に
は
、
皇
帝
は
い
ず
れ
も
皇
子
の
未
熟
や
不
徳
を
理
由
に
拒

否
し
て
い
る
が
、
最
終
的
に
は
「
先
帝
の
法
則
」
「
高
租
の
志
」
に
よ
っ
て
裁
可
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
「
先
帝
の
法
則
」

「
高
租
の
志
」
の
ほ
う
が
よ
り
重
い
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
封
建
に
関
わ
っ
て
「
先
帝
の
法
則
」
と
い
え
ば
、
ま
ず
想
起
さ
れ

る
の
が
高
祖
十
二
年
(
前
一
九
五
)
の
い
わ
ゆ
る
「
白
馬
の
盟
」
で
あ
る
。
「
白
馬
の
盟
」
と
は
、
高
祖
劉
邦
が
崩
御
の
直
前
に
一
族
功
臣
た
ち
と

交
わ
し
た
「
劉
氏
に
非
ず
ん
ば
王
た
る
を
得
ず
、
功
有
る
に
非
ず
ん
ば
侯
た
る
を
得
ず
」
(
『
史
記
』
鋒
侯
周
勃
世
家
)
と
い
う
盟
約
の
こ
と
で
あ

(
日
)

り
、
雨
漢
を
通
じ
て
「
高
租
の
約
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
盟
約
に
つ
い
て
は
、
夙
に
大
庭
惰
氏
が
法
的
な
拘
束
力
は
さ
ほ
ど
な
か
っ

(
ぬ
)

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
後
漢
に
至
る
ま
で
幾
度
も
言
及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
漢
朝
に
お
け
る
封
建
に
釘
し
て
、
少
な
く
と

15 

も
一
定
の
制
約
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。
そ
の
「
白
馬
の
盟
」
は
、
直
接
的
に
は
劉
氏
以
外
の
者
を
王
に
し
な
い
こ
と
を
述
べ
て

い
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
、
血
縁
的
な
紐
帯
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
宗
室
諸
侯
王
の
存
在
が
大
前
提
で
あ
る
こ
と
を
、
漢
帝
園
の
「
租
法
」
と
し

て
承
認
さ
せ
た
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
前
提
の
う
え
に
、
高
組
が
自
ら
の
皇
子
す
べ
て
を
封
建
し
た
と
い
う
故
事
が
重
な
り
、
先
に

み
た
よ
う
な
「
先
帝
の
法
則
の
遵
守
」
と
い
う
理
念
が
強
調
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
こ
う
し
た
理
念
的
な
面
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
現
賓
的
な
救
用
と
い
う
面
か
ら
も
、
景
帝
に
と
っ
て
皇
子
封
建
は
重
要
な
政
治
課
題

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

漢
代
に
な
っ
て
採
用
さ
れ
た
郡
固
制
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
封
建
諸
侯
王
に
よ
る
分
割
統
治
で
あ
る
。
し
か
し
、
諸
侯
王
封
建
に
よ
る
分
割
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統
治
に
は
分
裂
の
危
機
が
絶
え
ず
附
き
ま
と
う
。
高
組
に
よ
る
同
姓
諸
侯
王
の
封
建
は
、
そ
う
し
た
分
裂
の
危
険
性
を
血
縁
的
な
繋
が
り
に
よ
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っ
て
補
完
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
施
策
だ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
血
縁
世
襲
を
前
提
と
す
る
封
建
制
で
は
、
世
代
交
代
の
た
び
に
皇
帝
と

諸
侯
王
と
の
血
縁
関
係
は
遠
く
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
鋭
く
指
摘
し
た
の
が
、
丈
帝
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
っ
た
買
誼
で

(
社
)

あ
る
。
買
誼
の
主
張
は
『
新
書
』
の
中
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
の
主
張
で
最
も
有
名
な
の
が
、
い
わ
ゆ
る
分
固
策
で
あ
る
。

天
下
の
治
安
、
天
子
の
憂
い
無
き
こ
と
を
欲
せ
ば
、
衆
く
諸
侯
を
建
て
て
其
の
力
を
少
く
す
る
に
若
く
は
莫
し
。
力
少
け
れ
ば
則
ち
使
う

に
義
を
以
て
し
易
し
。
園
小
さ
け
れ
ば
則
ち
邪
心
無
し
。
(
『
新
書
』
藩
彊
)

買
誼
が
こ
の
分
国
策
を
行
う
上
で
念
頭
に
お
く
、
す
な
わ
ち
諸
侯
王
の
中
で
最
も
脅
威
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
、
血
縁
関
係
の
疎
遠
と
な
っ

た
高
租
封
建
の
諸
侯
王
の
子
孫
で
あ
る
。
買
誼
は
昔
時
の
丈
帝
が
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
、

(
楚
)
一
冗
王
の
子
は
帝
の
従
弟
な
り
、
今
の
王
は
帝
の
従
弟
の
子
な
り
。
(
斉
悼
)
恵
王
の
子
は
親
兄
の
子
な
り
、
今
の
王
は
兄
の
子
の
子

な
り
。
親
し
き
者
或
い
は
地
を
分
か
つ
な
く
し
て
以
て
天
下
を
安
ん
じ
、
疏
き
者
或
い
は
大
権
を
専
ら
に
し
て
以
て
天
子
に
恒
ま
る
。

(
『
新
書
」
大
都
)
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と
言
い
、
血
縁
闘
係
の
疎
遠
と
な
っ
た
諸
侯
王
が
慶
大
な
封
域
を
有
し
、
大
権
を
保
持
し
て
い
る
状
況
を
憂
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
封

し
て
買
誼
は
、
丈
帝
が
皇
子
を
封
建
し
た
代
、
准
陽
の
み
が
藩
扉
と
し
て
頼
り
に
で
き
る
と
説
く
。

今
侍
む
所
の
者
は
代
、
准
陽
二
国
の
み
。
皇
太
子
も
亦
た
之
を
侍
む
。
臣
の
計
の
如
き
は
、
梁
以
て
斉
越
を
拝
ぐ
に
足
り
、
准
陽
以
て
呉

楚
を
禁
む
る
に
足
る
o

(

『
新
書
』
議
壌
)

買
誼
は
二
人
の
皇
子
、
す
な
わ
ち
代
王
劉
参
と
准
陽
王
劉
武
こ
そ
、
藩
扉
と
し
て
頼
れ
る
も
の
と
し
、
劉
参
を
代
よ
り
梁
に
移
し
、
梁
・
准

陽
そ
れ
ぞ
れ
の
封
地
を
大
き
く
す
る
こ
と
で
そ
の
力
を
最
大
限
に
生
か
し
、
東
方
の
疎
遠
と
な
っ
た
諸
侯
王
へ
の
押
さ
え
と
す
る
こ
と
を
主
張

し
た
。
結
果
的
に
は
、
丈
帝
は
こ
の
献
策
の
一
部
を
採
用
す
る
の
み
で
、
劉
武
を
梁
に
移
し
要
地
を
抑
え
さ
せ
た
が
、
劉
参
は
自
身
の
故
国
で

あ
る
代
の
地
に
残
し
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
買
誼
の
分
園
策
は
、
諸
侯
王
の
封
地
を
細
分
化
し
た
う
え
で
、
血
縁
的
に
闘
係
の
濃

い
皇
子
王
を
置
く
こ
と
で
、
藩
扉
と
し
て
皇
子
王
国
の
殺
果
を
期
待
し
た
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
。



丈
帝
か
ら
景
帝
へ
の
代
替
わ
り
の
際
に
は
、
首
然
、
買
誼
が
憂
慮
し
た
よ
り
も
さ
ら
に
世
代
交
代
が
進
む
こ
と
に
な
る
。
買
誼
が
皇
太
子
の

侍
み
と
奉
げ
た
丈
帝
皇
子
も
、
代
王
劉
参
が
莞
去
し
た
た
め
に
梁
王
と
な
っ
た
劉
武
が
残
る
の
み
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
の
諸
侯
王
は
み

し
か
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
丈
帝
さ
え
も
気
配
り
を
忘
れ
な
か
っ
た
斉
王
家
と
准
南
王
家
の
諸
侯
王
だ
っ

(
犯
)

た
。
し
か
も
景
帝
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
る
量
錯
が
最
も
警
戒
し
た
、
呉
王
劉
樟
も
未
だ
健
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
み
れ
ば
、
血

な
従
兄
弟
以
上
の
閥
係
で
し
か
な
く
、

縁
的
に
疎
遠
な
諸
侯
王
の
封
地
を
削
っ
て
ま
で
、
自
ら
の
皇
子
の
封
地
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
新

皇
帝
に
よ
る
皇
子
封
建
の
妓
用
と
は
、
宗
室
封
建
に
よ
る
分
割
統
治
に
と
っ
て
構
造
的
な
問
題
と
な
る
血
縁
的
紐
帯
の
弛
緩
を
再
び
強
化
す
る

も
の
で
あ
り
、
兄
弟
の
少
な
い
景
帝
に
と
っ
て
は
皇
子
の
封
建
は
自
ら
の
地
位
を
保
つ
う
え
で
も
重
要
な
政
治
課
題
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

漢
帝
国
が
始
ま
っ
て
お
よ
そ
五
十
年
、
高
祖
よ
り
数
え
て
三
世
代
目
に
あ
た
る
景
帝
の
時
代
は
、
郡
園
制
に
よ
る
分
割
統
治
を
支
え
る
血
縁

的
紐
帯
が
弛
緩
し
つ
つ
あ
る
時
期
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
た
だ
血
縁
的
紐
帯
の
強
化
と
い
う
現
賓
的
な
致
用
を
考
え
る
の
み
な
ら
ば
、
数
人
の
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皇
子
を
要
地
に
置
け
ば
事
足
り
る
か
も
し
れ
な
い
。
現
貰
的
に
考
え
れ
ば
、
十
三
人
の
皇
子
す
べ
て
を
封
建
す
る
必
要
は
な
く
、
か
え
っ
て
絵

分
に
封
地
捻
出
す
る
こ
と
で
諸
侯
王
と
の
礼
牒
が
増
す
こ
と
は
郡
園
制
統
治
の
維
持
に
と
っ
て
逆
数
果
に
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
皇
子
封

建
は
高
組
の
先
例
を
源
と
し
て
漢
皇
帝
の
正
統
性
に
か
か
わ
る
理
念
と
し
て
重
要
覗
さ
れ
て
い
た
。
高
組
劉
邦
が
皇
子
す
べ
て
を
諸
侯
王
と
し

(
お
)

て
以
来
、
恵
帝
、
丈
帝
と
も
皇
太
子
を
除
く
皇
子
す
べ
て
を
諸
侯
王
に
封
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
漢
帝
園
は
そ
の
成
立
以
来
、
皇
子
の
慮

遇
方
法
と
し
て
は
諸
侯
王
に
封
ず
る
以
外
の
手
段
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
推
論
に
大
過
な
い
と
す
れ
ば
、
景
帝
が
十
四
人
の
皇
子
た
ち
す
べ
て
を
諸
侯
王
と
し
て
封
建
す
る
こ
と
は
、
皇
帝
と
し
て
の

正
統
性
を
主
張
し
、
郡
固
制
に
よ
る
統
治
を
維
持
す
る
た
め
の
重
要
な
政
治
課
題
だ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
も
景
帝
の
場
合
、
三
十
二
歳
と
い

う
即
位
年
齢
を
考
え
る
な
ら
ば
、
皇
子
の
多
く
が
す
で
に
封
建
可
能
な
青
年
に
達
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
皇
子
封
建
は
な
お
さ
ら
急

が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
父
帝
の
路
線
の
継
承
を
担
っ
た
景
帝
が
、
即
位
直
後
か
ら
量
錯
の
献
策
を
採
用
し
諸
侯
王
園
の
封
地
を

177 

削
奪
し
て
い
っ
た
の
も
、
そ
う
し
た
抜
き
差
し
な
ら
な
い
事
情
が
あ
っ
た
と
考
え
る
と
合
貼
が
い
く
。
皇
子
す
べ
て
を
封
建
す
る
た
め
に
は
そ
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れ
だ
け
封
地
が
入
用
と
な
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
封
地
は
ど
こ
か
ら
持
っ
て
く
る
の
か
。
景
帝
の
皇
子
の
多
さ
は
、
軍
に
子
賓
に
恵
ま
れ
た
と
い

っ
た
気
楽
な
慶
事
な
ど
で
は
牧
ま
ら
ず
、
皇
子
封
建
を
行
う
漢
朝
に
と
っ
て
も
、
ま
た
す
で
に
慶
大
な
封
域
を
有
す
る
太
上
皇
・
高
組
系
の
諸

侯
王
に
と
っ
て
も
無
頑
で
き
な
い
、
喫
緊
の
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

四

景
帝
に
よ
る
皇
子
封
建
の
過
程

で
は
あ
ら
た
め
て
景
帝
に
よ
る
十
三
皇
子
封
建
の
過
程
を
み
て
い
こ
う
。
そ
の
際
に
何
庭
の
土
地
を
皇
子
王
の
封
地
と
し
て
捻
出
し
た
か
に

つ
い
て
も
注
意
を
捕
っ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
景
帝
二
年
(
前
一
五
五
)
の
段
階
で
六
皇
子
が
封
建
さ
れ
る
。
漢
の
直
轄
郡
で
あ
っ
た
南
郡
と
汝
南
郡
、
准
陽
郡
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
劉

閥
、
劉
非
、
劉
絵
を
封
建
し
、
長
沙
に
劉
護
を
封
じ
た
。
長
沙
の
地
は
漢
初
に
呉
丙
が
封
建
さ
れ
て
以
来
、
唯
一
残
さ
れ
た
異
姓
諸
侯
王
国
で

(
弘
)

あ
っ
た
が
、
前
年
に
靖
王
呉
著
が
莞
去
し
、
嗣
子
が
な
く
廃
さ
れ
直
轄
地
と
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
四
皇
子
は
漢
が
直
接
統
治
し

の
こ
る
劉
徳
と
劉
彰
租
の
封
じ
ら
れ
た
河
聞
と
康
川
は
、
直
前
ま
で
趨
園
の
封

域
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
漢
が
接
収
し
た
地
域
で
あ
っ
た
。
先
に
も
引
用
し
た
と
お
り
、
『
史
記
』
呉
玉
津
列
惇
に
よ
れ
ば
皇
子
封
建
の
あ
っ
た

て
い
た
地
域
を
割
い
て
封
建
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

18 

景
帝
二
年
に
「
越
王
に
罪
有
り
、
其
の
河
間
郡
を
削
る
」
と
あ
る
が
、
景
帝
は
こ
の
時
削
っ
た
河
間
郡
を
河
問
、
麿
川
の
二
固
に
分
け
て
二
皇

(
お
)

子
を
封
建
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
翌
年
、
楚
か
ら
東
海
部
が
削
ら
れ
、
呉
は
呉
・
郭
の
二
郡
を
削
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
直
接
の
契

機
と
し
て
呉
楚
七
園
の
乱
が
勃
護
す
る
の
で
あ
る
。
景
帝
が
皇
太
子
で
あ
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
景
帝
の
皇
子
の
多
さ
は
諸
侯
王
側
に
も
知
ら
れ
て

諸
侯
王
側
は
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
皇
子
た
ち
が
景
帝
の
即
位
後
に
諸
侯
王
と
し
て
封
建
さ
れ
、
何
庭
か
ら
か
封
地
を
捻
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、

い
や
、
恐
ら
く
は
、
自
ら
の
封
地
が
そ
の
針
象
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
大
紛
失
な
危
機
感
を
も

っ
て
状
況
を
見
守
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
景
帝
が
即
位
す
る
や
、
そ
の
危
倶
が
現
賓
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
多
く
の
諸
侯
王
が
反
乱
に
荷
捨
し
た
の
も
無
理
か
ら
ぬ
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。



(
お
)

先
述
の
通
り
、
呉
楚
七
園
の
乱
は
わ
ず
か
二
カ
月
で
鎮
医
さ
れ
た
。
反
乱
に
奥
し
た
諸
侯
王
は
い
ず
れ
も
殺
さ
れ
る
か
自
殺
に
追
い
込
ま
れ

て
い
る
が
、
そ
の
後
の
彼
ら
の
封
地
の
多
く
に
、
景
帝
の
皇
子
が
封
建
も
し
く
は
徒
封
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
反
乱
の
首
謀
者
で
あ
っ
た
劉
湧
の

呉
圃
は
、
三
郡
の
う
ち
呉
郡
を
漢
の
直
轄
地
と
し
、

の
こ
る
郭
郡
と
東
陽
郡
に
汝
南
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
た
皇
子
劉
非
を
徒
封
し
江
都
固
と
し

た
。
楚
園
に
つ
い
て
は
、
他
の
反
乱
固
と
は
や
や
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
。
『
漢
書
』
楚
元
王
惇
に
は
、

丈
帝
元
王
を
隼
寵
し
、
子
生
ま
る
る
や
霞
を
皇
子
に
比
す
。
景
帝
即
位
す
る
や
、
親
親
を
以
て
元
王
の
寵
子
五
人
を
封
ず
。

と
あ
り
、
楚
王
家
は
以
前
か
ら
、
丈
帝
・
景
帝
の
特
別
な
恩
寵
を
、
つ
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
か
、
呉
楚
の
乱
に
際
し
て
楚
王
戊
、
宛
胸
侯
執
と

二
人
の
反
乱
者
を
出
し
な
が
ら
も
王
家
の
存
績
を
許
さ
れ
、
楚
王
戊
の
叔
父
で
宗
正
の
役
職
に
い
た
劉
曜
が
楚
王
の
位
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。

た
だ
し
楚
圃
の
一
郡
で
あ
っ
た
魯
郡
は
魯
固
と
し
て
割
か
れ
、
景
帝
皇
子
で
准
陽
王
で
あ
っ
た
劉
絵
が
徒
封
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
皇
子

徒
封
に
よ
っ
て
、
景
帝
二
年
に
漢
の
直
轄
郡
で
あ
っ
た
汝
南
と
准
陽
を
割
い
て
封
建
さ
れ
た
二
皇
子
は
、
奮
諸
侯
王
領
に
封
園
を
移
さ
れ
、
漢

勝
東
王
劉
徹
、
す
な
わ
ち
の
ち
の
武
帝
は
、
景
帝
七
年
(
前
一
五
O
)
に
駿
太
子
劉
柴
に
替
わ
っ
て
皇
太
子
と
な
る
が
、
そ
の
劉
徹
の
あ
と
に

19 

朝
は
汝
南
、
准
陽
を
元
通
り
直
轄
郡
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
腰
西
、
臨
束
の
雨
固
に
は
そ
れ
ぞ
れ
劉
端
、
劉
徹
が
封
建
さ
れ
た
。
こ
の

も
や
は
り
皇
子
の
劉
奇
が
腰
束
王
に
封
建
さ
れ
て
い
る
。
富
川
と
済
南
に
つ
い
て
は
、
済
南
は
漢
の
直
轄
郡
と
さ
れ
た
が
、
富
川
に
は
反
乱
に

加
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
斉
王
家
の
済
北
王
劉
志
が
徒
封
さ
れ
て
い
る
。
超
園
に
つ
い
て
は
、
反
乱
以
前
に
河
聞
と
唐
川
に
皇
子
封
建
が
な
さ
れ

た
こ
と
は
肢
に
述
べ
た
が
、
反
乱
後
さ
ら
に
分
割
さ
れ
、
超
、
中
山
、
清
河
、
常
山
の
各
郡
に
、
そ
れ
ぞ
れ
景
帝
の
皇
子
が
封
建
・
徒
封
さ
れ

そ
れ
ぞ
れ
封
建
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
反
乱
諸
侯
王
封
地
に
針
す
る
皇
子
封
建
・
徒
封
は
、

て
い
っ
た
。
超
に
唐
川
王
劉
彰
租
が
徒
封
さ
れ
替
わ
っ
て
唐
川
に
は
劉
越
が
封
建
、
中
山
に
は
劉
勝
、
清
河
に
は
劉
乗
、
常
山
に
は
劉
舜
が
、

お
も
に
反
乱
直
後
の
景
帝
一
一
一
年
(
前
二
五
四
)
か
ら
景

帝
五
年
(
前
一
五
二
)
の
聞
に
行
わ
れ
、
最
終
的
に
景
帝
が
十
三
皇
子
す
べ
て
を
封
建
し
終
え
た
の
は
、
常
山
に
劉
舜
を
封
建
し
た
景
帝
中
五

年
(
前
一
四
五
)
の
こ
と
で
あ
る
。
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以
上
が
反
乱
固
に
封
す
る
庭
置
で
あ
る
が
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
反
乱
に
荷
捨
し
た
諸
侯
王
の
ほ
と
ん
ど
が
皇
子
王
に
描
げ
替
え
ら
れ
て
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いマゐ。

つ
ま
り
反
乱
園
の
封
地
を
得
る
こ
と
で
、
景
帝
は
十
三
皇
子
す
べ
て
を
封
建
し
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
皇
子
す
べ
て
を
封
建
し
終
わ
っ
た
景
帝
中
五
年
時
貼
で
諸
侯
王
国
は
二
十
一
圃
に
な
り
、
そ
の
う
ち
の
半
数
以
上
に
あ
た
る
十
一
園
が

(
幻
)

皇
子
王
の
統
治
す
る
固
と
な
っ
た
。
景
帝
即
位
時
賄
で
は
十
六
園
あ
っ
た
諸
侯
王
園
の
う
ち
、
景
帝
に
近
い
諸
侯
王
は
、
同
母
弟
の
梁
王
劉
武

(
お
)

し
か
い
な
か
っ
た
。
そ
の
酷
で
い
え
ば
、
皇
帝
に
最
も
親
し
く
頼
み
と
な
る
諸
侯
王
が
増
え
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
諸

侯
王
封
地
の
削
奪
と
い
う
「
荒
療
治
」
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
諸
侯
王
の
反
乱
と
い
う
大
き
な
痛
み
を
経
験
し
た
こ
と
も
ま
た
事

賓
で
あ
る
。

血
統
に
よ
る
世
襲
を
行
っ
て
い
る
以
上
、
皇
帝
の
代
替
わ
り
に
よ
る
宗
室
成
員
の
増
加
は
避
け
ら
れ
ず
、
ま
た
「
漢
の
租
法
」
か
ら
皇
子
封

建
に
よ
る
諸
侯
王
国
の
増
設
も
ま
た
不
可
避
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
び
ご
と
に
宗
室
聞
で
同
様
の
乳
牒
が
生
じ
る
こ
と
は
漢
帝
国
の
命
運

を
左
右
し
か
ね
な
い
問
題
で
あ
る
。
た
だ
、
漢
の
建
園
嘗
初
は
宗
室
成
員
が
少
な
く
、
ま
た
丈
帝
の
皇
子
が
少
数
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ

20 

う
し
た
問
題
は
額
在
化
す
る
こ
と
な
く
来
て
い
た
。
そ
れ
が
、
長
く
安
定
し
た
皇
太
子
時
代
を
迭
り
、
十
四
人
も
の
皇
子
に
恵
ま
れ
た
景
帝
の

治
世
に
な
っ
て
は
じ
め
て
こ
う
し
た
問
題
が
噴
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
景
帝
治
世
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
表
面
化
し
得
た
問
題
と
も

言
え
る
だ
ろ
う
。
景
帝
皇
子
の
封
建
問
題
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
解
決
を
み
た
も
の
の
、
諸
侯
王
国
の
増
加
と
そ
の
封
地
不
足
と
い
う
根
本
的

な
問
題
は
、
依
然
と
し
た
残
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

五

宗
室
封
建
問
題
と
園
制
再
編

〆'ーー、、、

一
¥ーーノ

景
帝
中
五
年
王
国
官
制
改
革

景
帝
が
皇
子
を
全
て
封
建
し
終
え
た
景
帝
中
五
年
(
前
一
四
五
)
、
ま
さ
に
そ
の
年
に
行
わ
れ
た
の
が
、
目
頭
に
紹
介
し
た
諸
侯
王
国
に
封
す

(
m
u
)
 

る
官
制
改
革
で
あ
っ
た
。
こ
の
改
革
に
つ
い
て
は
師
に
別
稿
に
て
検
討
し
て
い
る
が
、
本
論
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
を
改
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。



先
引
「
百
官
表
」
の
う
ち
、
王
園
改
革
に
つ
い
て
述
べ
る
の
は
次
の
箇
所
で
あ
る
。

景
帝
中
五
年
、
諸
侯
王
を
し
て
復
び
固
を
治
る
を
得
、
ざ
ら
し
め
、
天
子
第
に
吏
を
置
き
、
丞
相
を
改
め
て
相
と
日
い
、
御
史
大
夫
、
廷
尉
、

少
府
、
宗
正
、
博
士
官
を
省
き
、
大
夫
、
謁
者
、
郎
、
諸
官
の
長
丞
は
皆
な
其
の
員
を
損
な
う
。

こ
こ
で
は
、
王
園
官
制
へ
の
改
革
は
す
べ
て
景
帝
中
五
年
(
前
一
四
五
)
に
行
わ
れ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
紀
で
は
若
干
異
な
る
。

中
三
年
冬
、
諸
侯
の
御
史
中
丞
を
罷
む
。

中
五
年
夏
、
:
:
:
更
め
て
諸
侯
の
丞
相
を
命
づ
け
て
相
と
日
う
。
(
『
史
記
』
孝
景
本
紀
)

(
中
)
一
一
一
年
冬
十
一
月
、
諸
侯
の
御
史
大
夫
の
官
を
罷
む
。

(
中
五
年
、
秋
八
月
)
更
め
て
諸
侯
の
丞
相
を
名
づ
け
て
相
と
矯
す
。
(
『
漢
書
』
景
帝
紀
)

中
三
年
(
前
一
四
七
)
の
こ
と
と
し
て
、
王
園
官
制
の
う
ち
『
史
記
」
で
は
御
史
中
丞
、
『
漢
書
」

で
は
御
史
大
夫
の
官
を
廃
止
し
た
と
あ
り
、

21 

官
名
に
甑
離
が
見
ら
れ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
本
紀
と
百
官
表
の
記
事
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ま
ず
中
三
年
に
御
史
に
閥
わ
る
官
職

が
廃
止
さ
れ
、
次
い
で
中
五
年
に
、
丞
相
の
相
へ
の
更
名
と
「
百
官
表
」
に
記
載
さ
れ
る
そ
の
他
の
官
職
に
改
廃
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に

(

仙

川

)

な
る
。
こ
の
改
革
の
目
的
は
諸
侯
王
を
王
国
統
治
か
ら
切
り
離
す
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
王
国
の
官
僚
機
構
に
針
す
る
改
暦
に
よ
っ
て
行

わ
れ
た
の
で
あ
る
。

御
史
の
官
は
、
「
公
卿
の
奏
事
を
受
け
、
劾
を
畢
げ
章
を
按
ず
」
(
「
百
官
表
」
)
と
あ
る
よ
う
に
、
漢
朝
に
お
い
て
は
、
秘
書
官
と
し
て
官
僚

機
構
と
の
聞
を
繋
ぐ
パ
イ
プ
役
で
あ
り
、
ま
た
丈
書
の
起
草
や
弾
劾
な
ど
を
掌
る
官
職
だ
っ
た
。
と
く
に
漢
初
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
高
租
十

一
年
(
前
一
九
六
)
に
出
さ
れ
た
賢
人
を
推
翠
さ
せ
る
詔
が
、
「
御
史
大
夫
昌
は
相
固
に
下
し
、
相
園
都
侯
は
諸
侯
王
に
下
し
、
御
史
中
執
法
は

郡
守
に
下
し
、
・
:
」
と
あ
る
よ
う
に
、
皇
帝
の
詔
救
は
ま
ず
御
史
大
夫
か
ら
相
園

(
H
丞
相
)
に
下
さ
れ
、
御
史
中
執
法
す
な
わ
ち
御
史
中
丞

(

川

乱

)

か
ら
各
郡
に
下
さ
れ
て
い
た
。
漢
初
の
諸
侯
王
園
の
制
度
が
漠
朝
の
も
の
と
同
等
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
仕
組
み
は
諸
侯
王
国
に
も
首

181 

て
は
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
諸
侯
王
国
に
お
い
て
も
、
漢
朝
と
同
様
に
諸
侯
王
の
命
令
は
御
史
の
官
を
通
じ
て
停
え
ら
れ
て
い
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た
の
で
あ
る
。
ま
た
諸
侯
王
固
で
は
、
王
国
内
に
お
け
る
官
吏
任
用
に
も
御
史
が
関
わ
っ
て
い
た
。
丈
帝
期
に
准
南
属
王
劉
長
に
迭
ら
れ
た
帝

自
男
薄
昭
の
手
紙
に
は
、
「
今
、
諸
侯
子
の
吏
と
矯
る
者
は
、
御
史
主
り
:
:
:
」
(
『
漢
書
』
准
南
衡
山
済
北
王
惇
)
と
あ
る
。
「
諸
侯
子
」
と
は
諸
侯

(
泣
)

王
国
に
属
す
る
民
の
こ
と
で
あ
り
、
王
国
の
民
で
官
吏
と
な
る
者
は
御
史
官
の
管
轄
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
王
国
に
お
け
る
御
史
官
は
、
諸
侯
王
が
王
国
統
治
を
行
う
上
で
非
常
に
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
。
そ
の
御
史
官
を
麿
止
す
る

こ
と
は
、
諸
侯
王
を
王
国
統
治
か
ら
切
り
離
す
に
は
最
も
殺
果
的
な
施
策
と
い
え
よ
う
。
そ
の
ほ
か
中
五
年
に
除
か
れ
た
王
園
官
は
、
治
獄
を

掌
る
廷
尉
、
王
室
家
産
に
関
わ
る
少
府
、
諸
侯
王
の
一
族
の
管
理
を
捨
吉
す
る
宗
正
な
ど
で
あ
る
が
、
王
家
の
家
産
は
王
に
よ
る
恩
賜
の
財
源

に
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
司
法
権
に
あ
た
る
治
獄
と
併
せ
て
考
え
れ
ば
、

い
わ
ば
矯
政
者
の
「
ア
メ
と
ム
チ
」
に
相
首
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
も
諸
侯
王
の
王
国
統
治
に
直
接
関
わ
る
職
掌
と
い
え
よ
う
。
ま
た
廃
止
さ
れ
た
博
士
や
減
員
と
な
っ
た
大
夫
、
謁
者
、
郎
な
ど
は
、
そ

れ
ぞ
れ
諸
侯
王
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
り
手
足
と
し
て
統
治
に
は
訣
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
の
廃
止
や
減
員
も
、

や
は
り
諸
侯
王
を
王
国
統

22 

治
か
ら
切
り
離
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
改
革
の
の
ち
、
王
園
の
行
政
は
、
孫
星
桁
輯
本
『
漢
奮
儀
』
巻
下
に
、

王
園
は
太
停
、
相
、
中
尉
各
一
人
を
置
き
、
秩
二
千
石
、
以
て
王
を
輔
く
。
僕
一
人
、
秩
千
石
。
郎
中
令
、
秩
六
百
石
、
官
を
置
く
こ
と

漢
官
官
吏
の
如
し
。
郎
、
大
夫
、
四
百
石
以
下
は
自
ら
調
除
す
。
国
中
に
は
内
史
一
人
を
置
き
、
秩
二
千
石
、
園
を
治
る
こ
と
郡
太
守
の

如
し
、
都
尉
職
事
は
、
吏
属
を
調
除
す
。
相
、
中
尉
、
停
は
園
政
に
奥
る
を
得
、
ず
し
て
、
王
を
輔
く
る
の
み
。
有
馬
に
首
り
で
は
、
童
日
を

移
し
て
内
史
に
告
ぐ
。
内
史
の
博
、
相
、
中
尉
に
見
ゆ
る
に
、
躍
は
都
尉
の
如
く
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
内
史
が
郡
太
守
と
同
様
に
王
園
の
統
治
行
政
を
し
、
相
、
中
尉
な
ど
の
王
園
官
は
諸
侯
王
を
輔
導
し
、
諸
侯
王
は
王
園
の
租

(
お
)

税
に
よ
っ
て
生
活
す
る
の
み
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
皇
帝
に
よ
る
二
克
的
中
央
集
権
健
制
を
確
立
し
た
と
さ
れ
る
こ
の
改
革
は
、
表
面
上
で
は
官
制
の
改
革
と
い
う
形
を
と

り
な
が
ら
も
、

そ
れ
に
よ
っ
て
貰
質
的
に
諸
侯
王
を
王
園
統
治
か
ら
切
り
離
す
と
い
う
巧
妙
な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
諸
侯
王
か
ら
行
政



権
を
回
牧
す
る
と
な
れ
ば
、
例
え
ば
諸
侯
王
を
一
堂
に
合
し
て
そ
の
王
国
統
治
権
を
皇
帝
に
返
還
さ
せ
る
と
い
っ
た
大
々
的
な
も
の
と
し
て
行

わ
れ
る
こ
と
も
想
定
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
大
々
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
王
園
官
僚
機
構
に
封
す
る
改
革
と
し
て
、
し
か
も
諸

侯
王
が
王
圃
を
統
治
す
る
上
で
快
か
せ
な
い
官
職
を
取
り
除
く
こ
と
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

/♂「¥

¥-./ 

園
制
轄
換
の
契
機

こ
の
改
革
に
よ
っ
て
諸
侯
王
は
王
園
統
治
か
ら
外
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
漢
帝
国
は
そ
の
全
土
を
皇
帝
が
直
接
統
治
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
漢
初
の
郡
園
制
か
ら
「
賓
質
的
な
郡
牒
制
」

へ
と
固
制
を
韓
換
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
景
帝
に
よ
る
こ
の
改
革
は
ど
の
よ
う

な
目
的
で
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
、
諸
侯
王
権
力
の
削
減
と
皇
帝
に
よ
る
二
冗
的
統
治
瞳
制
へ
の
移
行
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た

も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
目
頭
に
掲
げ
た
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
得
ら
れ
た
賦
況
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
推
論
し
て
み

高
租
に
よ
り
導
入
さ
れ
、
丈
帝
に
よ
っ
て
継
承
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
漢
初
の
郡
固
制
と
は
、
秦
の
始
皇
帝
に
よ
っ
て
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
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争-、
a

O

J

ム
、

ν

た
麿
大
な
地
域
を
、
有
数
に
統
治
す
る
た
め
の
施
策
で
あ
っ
た
。
首
時
の
統
治
制
度
の
成
熟
度
か
ら
す
れ
ば
、
漢
帝
国
の
領
域
は
一
元
的
な
中

央
集
権
統
治
を
す
る
に
は
債
す
ぎ
、
人
・
物
の
移
動
に
大
き
な
負
携
が
か
か
る
。
そ
の
こ
と
は
丈
帝
期
に
一
時
直
轄
地
と
な
っ
た
堆
南
に
封
す

る
買
誼
の
次
の
謹
言
が
示
し
て
い
る
。

い
ま
准
南
の
地
の
遠
き
こ
と
、
或
い
は
数
千
里
、
雨
諸
侯
を
越
え
て
漢
に
牒
属
す
。
其
の
吏
民
の
鯨
役
に
て
長
安
に
往
来
す
る
者
、
自
ら

悉
し
て
中
道
の
衣
の
倣
を
補
い
、
銭
の
諸
費
に
用
う
る
も
此
れ
に
稽
い
、
其
の
漢
に
属
す
る
を
苦
し
み
て
王
を
得
ん
と
欲
す
る
こ
と
甚
だ

し
き
に
至
り
て
、
遁
逃
し
て
諸
侯
に
闘
す
る
者
、
巳
に
少
な
か
ら
ず
。
(
『
漢
書
」
買
誼
惇
)

秦
帝
園
の
瓦
解
の
引
き
金
と
な
っ
た
陳
勝
呉
属
の
乱
が
、
成
役
に
駆
り
出
さ
れ
た
移
動
中
に
護
生
し
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
買
誼
の
こ
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の
指
摘
は
正
鵠
を
射
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
現
貰
を
踏
ま
え
た
う
え
で
漢
が
採
用
し
た
の
が
郡
固
制
で
あ
る
。
そ
れ
は
漢
帝
国
の
領
域
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を
戟
固
の
枠
組
み
を
も
と
に
分
割
し
て
そ
れ
ぞ
れ
を
一
つ
の
行
政
単
位
と
し
、
そ
の
枠
組
み
の
な
か
で
郡
牒
制
に
よ
る
中
央
集
権
統
治
を
行
わ

せ
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
漢
初
郡
園
制
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
官
民
讐
方
に
郡
牒
制
に
よ
る
中
央
集
権
統
治
の
行
政
経
験
を
、
負

さ
ら
に
は
そ
の
中
心
に
皇
帝
と
同
様
の
権
限
を
輿
え
た
宗
室
諸
侯
王
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
帝

(
制
)

圏
全
土
に
劉
氏
に
よ
る
支
配
に
封
す
る
馴
化
を
促
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
郡
圃
制
の
字
む
構
造
的
な
訣
陥
も
併
存

捨
の
少
な
い
形
で
蓄
積
し
得
る
と
い
う
こ
と
、

し
て
い
た
。
そ
れ
は
分
割
し
た
地
域
が
漢
朝
に
背
き
、
帝
園
が
分
裂
す
る
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
漢
は
、
宗
室
劉
氏
を
諸
侯
王

と
し
て
配
置
す
る
こ
と
で
分
裂
の
危
険
性
を
少
し
で
も
和
ら
げ
よ
う
と
し
た
。
官
同
組
劉
邦
が
甥
の
劉
湧
を
呉
王
に
封
ず
る
際
に
い
い
含
め
た
有

名
な
丈
句
、
「
天
下
は
同
姓
に
し
て
一
家
た
り
、
慎
ん
で
反
す
る
な
か
れ
o
」
(
『
史
記
』
呉
王
湧
列
惇
)
か
ら
は
、
天
下
は
劉
氏
一
族
で
治
め
る
の

(
お
)

だ
と
い
う
高
租
の
意
識
が
窺
え
る
。

し
か
し
構
造
的
に
内
在
し
て
い
る
こ
の
鉄
陥
は
、
た
と
え
宗
室
諸
侯
王
を
配
し
た
と
い
え
ど
も
避
け
ら
れ
ず
、
丈
帝
三
年
(
前
一
七
七
)
の

済
北
王
劉
興
居
の
反
乱
や
文
帝
六
年
(
前
一
七
四
)
の
准
南
王
劉
長
の
謀
叛
事
件
な
ど
に
よ
っ
て
現
賓
の
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
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封
し
て
丈
帝
は
、
そ
の
つ
ど
首
該
王
家
や
宗
室
全
瞳
に
封
し
て
恩
典
を
賜
輿
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調
整
し
、
分
裂
の
危
機
を
乗
り
越
え
て
い
っ

た
。
つ
ま
り
高
祖
か
ら
丈
帝
ま
で
は
、
郡
固
制
が
抱
え
る
鉄
陥
を
織
り
込
み
な
が
ら
支
配
の
有
数
性
を
重
↓
幅
し
、
郡
固
制
に
よ
る
統
治
を
整
備

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
織
り
込
み
済
み
の
は
ず
の
郡
園
制
の
快
陥
が
、
景
帝
即
位
直
後
に
呉
楚
七
園
の
乱
と
い
う
形
で
突
如
と
し
て
噴
出
し
た
。
そ

れ
は
直
接
的
に
は
諸
侯
王
国
封
地
の
削
減
に
端
を
護
し
て
い
る
が
、
景
帝
が
性
急
な
ま
で
に
諸
侯
王
封
地
の
牧
奪
を
進
め
た
背
景
に
は
、
皇
子

封
建
の
た
め
の
封
地
捻
出
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
皇
子
封
建
の
た
め
の
封
地
を
用
意
す
る
に
は
、
漢
朝
の
直
轄
郡
を
充
て
る
か
、

も
し
く
は
す
で
に
封
建
し
た
諸
侯
王
国
の
封
地
を
割
い
て
充
て
る
か
の
何
れ
か
し
か
方
法
は
な
い
。
漢
朝
の
直
轄
郡
を
割
け
ば
そ
れ
だ
け
漢
の

支
配
領
域
が
狭
ま
り
、
自
ら
の
首
を
絞
め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
と
な
る
と
、
諸
侯
王
国
の
封
地
を
割
い
て
そ
こ
に
皇
子
を
封
建
す
る
こ

と
に
な
る
。
景
帝
は
こ
の
方
針
を
採
用
し
、
即
位
直
後
か
ら
諸
侯
王
封
地
の
削
減
を
敢
行
し
た
の
で
あ
る
。



呉
楚
七
圃
の
反
乱
は
、
丈
帝
期
に
起
こ
っ
た
二
つ
の
諸
侯
王
謀
叛
事
件
と
は
、
反
乱
の
規
模
以
上
に
そ
の
性
質
が
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
済
北
王
劉
興
居
の
場
合
は
日
氏
諒
減
の
論
功
行
賞
へ
の
不
満
か
ら
の
反
乱
で
あ
り
、
准
南
王
劉
長
は
皇
弟
と
し
て
増
長
し
、
そ
の
こ

と
か
ら
謀
反
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
呉
楚
七
園
の
反
乱
は
、
皇
子
封
建
を
引
き
金
と
し
た
宗
室
聞
の
乳
鞭

が
ピ

1
ク
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
の
反
乱
で
あ
る
。
こ
う
し
た
性
質
を
も
っ
反
乱
は
、
宗
室
諸
侯
王
の
存
在
を
前
提
と
し
た
郡
園
制
に
と
っ
て
は

非
常
に
重
い
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
呉
楚
七
園
の
乱
は
、
皇
統
側
の
勝
利
に
終
わ
り
、
景
帝
は
大
規
模
な
反
乱
を
経
験
し
つ
つ
も
、
最
終
的
に
は
す
べ
て
の
皇
子
を
諸
侯
王

と
し
て
封
建
し
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
皇
子
封
建
に
と
も
な
う
封
地
の
捻
出
と
そ
れ
に
よ
る
諸
侯
王
国
封
地
の
削
減
は
、
景
帝
以

降
も
皇
帝
の
代
替
わ
り
ご
と
に
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
皇
帝
に
よ
る
皇
子
封
建
は
「
先
帝
の
法
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

た
皇
帝
の
重
要
な
責
務
で
あ
り
、
皇
子
を
慮
遇
す
る
唯
一
の
方
法
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、
漢
の
租
法
で
あ
る
皇
子
封
建
を
維
持
し
績
け

る
こ
と
は
、
常
に
宗
室
諸
侯
王
内
に
乳
繰
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
郡
園
制
の
構
造
的
訣
陥
で
あ
る
分
裂
の
危
険
性
が
極
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限
ま
で
増
大
す
る
と
い
う
事
態
を
繰
り
か
え
す
こ
と
に
な
る
。
郡
園
制
に
よ
る
統
治
樫
制
の
抱
え
る
「
闇
」
の
部
分
が
、
多
数
の
皇
子
を
封
建

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
景
帝
治
世
に
お
い
て
、
急
速
に
顕
在
化
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
諸
侯
王
園
の
増
加
と
そ
れ
に
伴
う
規
模
縮
小
で
あ
る
。
景
帝
が
皇
子
封
建
を
終
え
た
時
賄
で
諸
侯
王
園
は
二
十
一

固
に
な
っ
て
い
た
。
高
租
十
二
年
(
前
会
九
五
)
に
は
十
王
国
だ
っ
た
も
の
が
、
丈
帝
十
六
年
(
前
一
六
四
)
の
斉
、
准
南
の
分
割
に
よ
り
増
加

し
、
景
帝
元
年
(
前
一
五
六
)
の
時
貼
で
は
十
六
王
園
が
立
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
さ
ら
に
景
帝
皇
子
封
建
に
よ
り
二
十
一
に
ま
で
増
加
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
諸
侯
王
国
の
増
加
は
既
存
の
諸
侯
王
園
を
分
割
し
、
新
た
に
諸
侯
王
を
封
建
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
結
果
的
に
は
そ
れ
ぞ

れ
の
諸
侯
王
国
の
規
模
は
縮
小
し
た
。
し
か
も
景
帝
期
に
入
る
と
複
数
の
郡
を
領
有
し
て
い
た
諸
侯
王
国
の
遺
郡
を
牧
納
し
、
王
圃
は
ほ
ぼ
一

(
お
)

郡
と
重
な
る
領
域
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
諸
侯
王
園
勢
力
の
弱
瞳
化
、
皇
帝
権
力
の
強
化
に
つ
な
が
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
覗
賠
は
、
皇
帝
と
諸
侯
王
を
権
力
争
い
の
二
項
封
立
の
覗
酷
か
ら
捉
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
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は
、
漢
初
の
郡
園
制
に
お
け
る
諸
侯
王
は
封
園
統
治
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
賓
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
宗
室
諸
侯
王
は
分
割
さ
れ
た
漢
帝
国
の

一
部
の
統
治
を
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
漢
朝
と
諸
侯
王
と
を
同
一
の
覗
貼
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
漢
朝
も
諸
侯
王
国
も
、
等
し
く
漢
帝
圃
の
地
方
統

治
の
一
部
分
を
捨
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
漢
初
の
諸
侯
王
国
の
行
政
は
一
圏
内
で
ほ
ぼ
完
結
し
て
お
り
、
王
固
聞
に
お
け
る
人
材

(
訂
)

の
交
流
も
盛
ん
で
は
な
く
、
自
国
以
外
か
ら
人
材
を
登
用
す
る
よ
う
な
制
度
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
景
帝
四
年
(
前
一
五
一
二
)
に

は
、
「
復
び
諸
も
ろ
の
闘
を
置
き
惇
を
用
い
て
出
入
せ
し
む
。
」
(
『
漢
書
」
景
帝
紀
)
と
あ
る
よ
う
に
、
丈
帝
期
に
撤
廃
し
て
い
た
固
境
の
闘
を

再
び
機
能
さ
せ
て
お
り
、
人
や
物
の
移
動
は
よ
り
巌
し
く
監
↓
楓
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
賦
況
下
に
お
い
て
、
王
国
の
細
分
化
が
す

す
み
、
王
園
の
封
域
が
一
郡
と
饗
わ
ら
な
く
な
る
ほ
ど
縮
小
す
れ
ば
、
敷
郡
を
有
し
て
い
る
時
に
比
べ
て
、
圏
内
で
供
給
で
き
る
人
材
や
財
源

は
お
の
ず
と
限
ら
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
自
然
災
害
へ
の
針
麿
や
漕
渠
建
設
な
ど
の
庚
域
行
政
を
行
う
上
で
も
、
濁
白
裁
量
の
小
王
国

が
い
く
つ
も
あ
る
朕
態
で
は
帝
圃
全
樫
で
の
事
業
は
行
い
に
く
い
だ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
王
園
の
封
域
縮
小
と
い
う
事
態
は
、
権
力
争
い
の
面
か
ら
み
れ
ば
漢
朝
の
相
封
的
強
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

漢
帝
国
全
瞳
の
統
治
と
い
う
覗
酷
か
ら
見
れ
ば
、
地
方
統
治
の
質
の
低
下
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
郡
圃
制
が
漢
帝
国
全
土
を
放
果
的
に
統

治
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
統
治
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
以
上
、
王
園
数
の
増
加
に
伴
、
つ
統
治
の
質
の
低
下
は
、
郡
園
制
に
よ
る
統
治
樫
制
白
樫
を

揺
る
が
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
景
帝
期
に
な
っ
て
俄
か
に
額
在
化
し
て
き
た
問
題
、
す
な
わ
ち
宗
室
成
員
増
加
と
封
建
原
理
の
維
持
の
は
ざ
ま
で
分
裂
の

危
険
性
が
増
大
、
さ
ら
に
王
国
数
増
加
に
件
、
つ
地
方
統
治
の
質
の
低
下
を
招
く
と
い
う
拭
況
は
、
郡
園
制
と
い
う
統
治
瞳
制
を
採
用
し
た
と
き

の
放
用
を
減
殺
さ
せ
、
逆
に
そ
の
快
陥
が
際
立
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
皇
子
封
建
や
宗
室
諸
侯
王
の
存
在
は
漢
帝
国
の
大
前
提
で
あ
り
、
宗
室
封
建
は
そ
の
後
も
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

漢
朝
と
し
て
は
、
宗
室
諸
侯
王
聞
の
乳
離
に
よ
る
反
乱
な
ど
の
事
態
を
招
く
こ
と
な
く
、
な
お
か
つ
封
建
原
理
を
遵
守
し
た
皇
子
・
宗
室
封
建

を
安
定
的
に
維
持
し
績
け
る
た
め
の
解
決
策
を
早
急
に
打
ち
出
す
必
要
が
生
じ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
解
決
策
が
、
王
園
官
制
を
改
編
す
る
こ



(
お
)

と
で
諸
侯
王
を
王
圃
統
治
か
ら
切
り
離
す
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
諸
侯
王
を
王
国
統
治
か
ら
切
り
離
せ
ば
、
王
国
の
名

を
残
し
な
が
ら
も
賓
質
的
に
は
漢
の
直
轄
地
と
な
り
、
新
た
な
封
建
に
際
し
で
も
、
統
治
シ
ス
テ
ム
に
壁
更
を
来
す
こ
と
な
く
王
固
を
設
置
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
他
の
王
圃
か
ら
封
地
を
奪
う
こ
と
な
く
皇
子
封
建
が
可
能
と
な
る
。

つ
ま
り
景
帝
中
五
年
の
改

革
に
よ
っ
て
、
封
建
の
名
目
は
残
し
な
が
ら
、
既
存
の
諸
侯
王
と
の
無
用
な
軌
蝶
や
漢
朝
直
轄
地
の
減
少
を
招
く
こ
と
な
く
皇
子
封
建
を
維
持

(
却
)

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
漠
初
以
来
整
備
し
て
き
た
郡
園
制
に
よ
る
分
割
統
治
を
諦
め
、
属
大
な
帝
国
領

域
の
一
元
的
な
統
治
に
園
制
を
轄
換
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
十
三
人
も
の
皇
子
の
封
建
を
行
う
な
か
で
呉
楚
七
圃
の
乱
と
い

う
大
き
な
危
機
を
経
験
し
た
景
帝
は
、
郡
固
制
の
も
た
ら
す
危
険
性
の
額
在
化
を
見
て
と
り
、
園
制
の
大
き
な
轄
換
を
決
断
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ
の
改
革
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
は
漢
初
の
郡
固
制
に
よ
る
分
割
統
治
瞳
制
は
饗
更
を
絵
儀
な
く
さ
れ
、
天
下
全
土
を
皇
帝
の
直
接
統
治
下
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に
置
く
二
冗
的
な
中
央
集
権
瞳
制
へ
と
圃
制
は
移
行
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
郡
園
制
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
た
帝
国
統
治
の
様
々

(
的
)

な
問
題
が
噴
出
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
武
帝
期
に
積
み
蔑
さ
れ
た
課
題
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
郡
園
制
が
慶
大
な
帝

国
領
域
の
統
治
に
一
定
の
放
力
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
景
帝
の
治
世
の
中
で
そ
の
妓
用
を
打
ち
消
す
ほ
ど
の
問
題
|
|

宗
室
封
建
の
維
持
と
そ
れ
に
よ
る
宗
室
聞
の
札
牒
ー
ー
が
額
在
化
し
、
諸
侯
王
に
よ
る
王
園
統
治
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ

る
。
郡
圃
制
か
ら
郡
牒
制
へ
と
移
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
の
改
革
は
、

一
元
的
統
治
瞳
制
を
目
指
し
た
封
建
諸
侯
王
抑
損
を
目
的
と
し
た
も

の
で
は
な
く
、
皇
子
・
宗
室
封
建
と
い
う
漢
の
租
法
を
遵
守
し
よ
う
い
う
努
力
の
痕
跡
で
あ
り
、
む
し
ろ
宗
室
諸
侯
王
と
い
う
存
在
と
そ
れ
を

生
み
出
す
封
建
原
理
と
を
維
持
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

結
果
的
に
、
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
領
域
面
で
の
一
元
化
は
な
さ
れ
た
が
、
員
に
漢
帝
国
の
二
冗
的
中
央
集
権
瞳
制
が
整
備
さ
れ
る
に
は
、
武

帝
期
以
降
の
制
度
・
思
想
雨
面
で
の
、
皇
帝
支
配
瞳
制
の
確
立
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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お

わ

り

高
租
か
ら
武
帝
に
至
る
ま
で
の
漢
朝
と
諸
侯
王
国
と
の
闘
係
に
つ
い
て
、
司
馬
遷
は
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

な
ら

漢
定
ま
り
で
百
年
の
問
、
親
属
盆
ま
す
疎
く
、
諸
侯
或
は
騎
者
に
し
て
、
邪
臣
の
計
謀
に
状
い
て
、
淫
乱
を
な
す
。
大
な
る
は
叛
逆
し
小

な
る
は
法
に
軌
は
ず
し
て
以
て
其
の
命
を
危
う
く
し
、
身
を
損
と
し
園
を
亡
、
っ
。
天
子
上
古
に
観
、
然
る
後
に
恵
み
を
加
え
諸
侯
に
恩
を

推
し
て
子
弟
に
固
邑
を
分
か
つ
を
得
し
め
、
故
に
斉
は
分
れ
て
七
と
な
り
、
越
は
分
れ
て
六
と
な
り
、
梁
は
分
れ
て
五
と
な
り
、
准
南
は

分
れ
て
三
と
な
る
。
及
び
天
子
の
支
庶
子
の
王
と
な
り
、
王
子
の
支
庶
の
侯
と
な
る
も
の
百
有
飴
た
り
。
呉
楚
の
時
の
前
後
、
諸
侯
或
い

は
遁
を
以
っ
て
地
を
削
ら
る
。
是
を
以
っ
て
燕
、
代
に
北
遺
郡
無
く
、
呉
、
准
南
、
長
沙
に
南
遺
郡
無
く
、
十
那
珂
、
超
、
梁
、
楚
の
支
郡
・

名
山
・
限
海
は
成
な
漢
に
納
れ
ら
る
。
諸
侯
精
く
微
に
し
て
、
大
園
は
十
能
城
を
過
ぎ
ず
、
小
侯
は
数
十
里
を
過
ぎ
ず
、
上
は
以
て
貢
職

を
奉
ず
る
に
足
り
、
下
は
以
て
祭
把
に
供
養
す
る
に
足
り
、
以
て
京
師
に
藩
輔
す
。
而
る
に
漢
の
郡
は
八
、
九
十
、
形
は
諸
侯
の
聞
に
錯
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わ
り
、
犬
牙
し
て
相
い
臨
み
、
其
の
隠
塞
の
地
利
を
乗
り
、
本
幹
を
彊
く
し
、
枝
葉
を
弱
く
す
る
の
勢
な
り
。
隼
卑
明
ら
か
に
し
て
高
事

各
お
の
其
の
所
を
得
た
り
。
臣
遷
謹
ん
で
高
組
以
来
太
初
に
至
る
ま
で
の
諸
侯
を
記
し
、
其
の
下
に
盆
損
の
時
を
譜

L
、
後
世
を
し
て
覧

る
を
得
し
め
ん
。
形
勢
彊
し
と
難
も
、
之
を
要
す
る
に
仁
義
を
以
て
本
と
矯
さ
ん
。
(
「
史
記
』
漠
興
以
来
諸
侯
王
年
表
)

司
馬
遷
の
ま
と
め
る
と
こ
ろ
は
、
血
縁
の
疎
遠
に
な
っ
た
宗
室
諸
侯
王
が
大
き
な
権
力
を
背
景
に
暴
逆
と
な
り
、
そ
れ
を
受
け
た
丈
帝
の
分

圃
策
、
景
帝
の
削
地
策
、
武
帝
の
推
恩
の
令
を
経
て
、
諸
侯
王
は
そ
の
力
を
失
う
に
至
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
司
馬
、
遷
の
殺
遮
を

そ
の
ま
ま
受
け
取
れ
ば
、
景
帝
の
諸
侯
王
園
削
減
と
呉
楚
七
園
の
乱
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
に
行
わ
れ
る
王
園
改
革
に
つ
い
て
も
、
従
来
言
わ
れ

一
貫
し
た
諸
侯
王
抑
損
政
策
の
中
で
行
わ
れ
た
も
の
と
し
た
ほ
う
が
白
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
殺
速
は
、
あ
く

て
い
た
通
り
、

ま
で
も
漢
初
に
行
わ
れ
た
一
連
の
出
来
事
を
司
馬
遷
白
身
の
歴
史
観
に
基
づ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
詮
擦
に
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た

出
来
事
は
必
ず
し
も
時
系
列
順
に
並
ん
で
は
お
ら
ず
、
ま
た
「
之
を
要
す
る
に
仁
義
を
以
て
本
と
矯
さ
ん
」
と
述
べ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
記



速
に
は
司
馬
遷
の
歴
史
観
が
大
き
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
景
帝
中
五
年
の
改
革
で
一
元
的
な
中
央
集
権
瞳
制
へ
と
移
行
し
た
こ
と
は
歴
史
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
否
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
始
皇
帝
の
郡
牒
制
の
全
国
施
行
か
ら
武
帝
期
の
一
元
的
中
央
集
権
瞳
制
に
挟
ま
れ
た
、
漢
初
郡
圃
制
の
時
期
に
つ
い
て
、
そ

れ
を
一
貫
し
た
中
央
集
権
化
へ
の
志
向
に
よ
る
諸
侯
王
抑
損
政
策
の
遂
行
と
捉
え
る
こ
と
は
歴
史
を
術
服
し
た
う
え
で
得
ら
れ
る
結
果
論
的
な

組
貼
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
く
な
く
と
も
丈
帝
の
時
代
ま
で
は
、
濁
白
裁
量
の
諸
侯
王
国
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
王
国
の
存

(
引
)

在
を
前
提
と
し
た
郡
固
制
に
よ
る
園
制
整
備
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
景
帝
期
に
な
っ
て
諸
侯
王
封
地
の
削
減
、
呉
楚
七
園
の

」
と
は
そ
の
問
い
に
封
す
る
一
つ
の
回
答
で
あ
る
。

乱
、
そ
し
て
王
国
改
革
が
行
わ
れ
た
の
か
。
な
ぜ
郡
園
制
か
ら
貫
質
的
な
郡
牒
制
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
本
稿
で
述
べ
て
き
た

限
ら
れ
た
史
料
か
ら
推
論
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
臨
も
あ
っ
た
が
、

一
元
的
中
央
集
権
瞳
制
を
自
明
の
も
の
と
す
る
覗
貼
で
は
な
い
、
新
た

29 

な
景
帝
期
の
像
は
提
示
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
謹
ん
で
諸
賢
の
御
批
正
を
請
い
た
い
。
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詰(
1
)

布
日
潮
滅
「
呉
楚
七
園
の
乱
の
背
景
」
(
「
和
田
博
士
還
暦
記
念
東

洋
史
論
叢
』
大
日
本
雄
静
曾
講
談
社
、
一
九
五
一
)
、
鎌
田
重
雄

「
漠
朝
の
王
園
抑
損
策
」
(
『
秦
渓
政
治
制
度
の
研
究
』
日
本
学
術
振

興
舎
、
一
九
六
二
)
、
紙
屋
一
止
和
「
前
漠
諸
侯
王
園
の
官
制
|
|
内

史
を
中
心
に
し
て
|
|
」
(
『
九
州
大
墜
東
洋
史
論
集
』
第
三
競
、
一

九
七
四
)
、
稲
葉
一
郎
「
呉
楚
七
岡
の
乱
に
つ
い
て
」
(
『
立
命
館
文

皐
』
第
三
六
七
・
三
六
八
続
、
一
九
七
六
)
、
秋
川
光
彦
「
前
漢
文

帝
の
釘
諸
侯
王
策
|
|
呉
楚
七
図
の
乱
の
一
背
景
と
し
て
|
|
」

(
「
大
正
大
皐
大
皐
院
研
究
論
集
』
第
二
五
競
、
二

O
O
一
)
な
ど
。

(
2
)

拙
稿
「
郡
園
制
の
再
検
討
」
(
『
日
本
秦
漠
史
的
学
舎
曾
報
』
第
六
披
、

二
O
O
五
)

0

(
3
)
「
史
記
』
孝
文
本
紀
「
太
史
公
日
、
孔
子
言
、
必
世
然
後
仁
。
菩

人
之
治
園
百
年
、
亦
円
以
勝
残
去
殺
。
誠
哉
是
言
。
漢
興
至
孝
文
四

十
有
絵
載
、
徳
至
盛
也
。
農
康
郷
改
正
服
封
弾
実
、
謙
譲
未
成
於
今
。

鳴
呼
、
量
不
仁
哉
o
」0

『
漢
書
』
文
帝
紀
「
賛
日
、
:
:
:
専
務
以
徳

化
民
、
是
以
海
内
股
宮
、
興
於
穫
義
、
断
獄
数
百
、
幾
致
刑
措
。
鳴

同
町
仁
哉
。
」
o

(
4
)

文
帝
の
評
債
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
達
郎
「
前
漢
の
文
帝
ー
ー
そ
の

虚
像
と
賓
像
|
|
」
(
『
古
代
文
化
』
第
五
二
審
八
披
、
二

0
0
0
)
、

宮
宅
潔
「
「
二
年
律
令
」
研
究
の
射
程
|
|
新
出
法
制
史
料
と
前
漠
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文
帝
期
研
究
の
現
状
|
|
」
(
『
史
林
』
第
八
九
巻
一
抜
、
二

0
0

六
)
を
参
照
。

(
5
)

『
漢
書
』
景
帝
紀
「
春
正
月
、
詔
目
、
問
者
歳
比
不
登
、
民
多
乏

食
、
天
絶
一
大
年
、
股
甚
痛
之
。
郡
園
或
薩
限
、
無
所
農
桑
穀
畜
。
或

地
鏡
属
、
薦
草
葬
、
水
泉
利
、
而
不
得
徒
。
其
議
民
欲
徒
寛
大
地
者
、

聴
之
。
夏
四
月
、
赦
天
下
。
賜
民
爵
一
級
。
遣
御
史
大
夫
青
程
至
代

下
輿
旬
奴
和
親
。
五
月
、
令
田
牛
租
。
秋
七
月
、
一
詔
日
、
吏
受
所
監

臨
、
以
飲
食
克
、
重
。
受
財
物
、
賎
買
貴
責
、
論
軽
。
廷
尉
輿
丞
相

更
議
著
令
。
廷
尉
信
謹
輿
丞
相
議
日
、
吏
及
諸
有
秩
受
其
官
属
所
監
、

所
治
、
所
行
、
所
崎
町
、
其
奥
飲
食
計
償
費
、
勿
論
。
乞
物
、
若
買
故

賎
、
ず
買
故
貴
、
皆
坐
戚
潟
益
、
浸
入
減
際
官
。
吏
遷
徒
克
罷
、
受
其

故
官
属
所
持
監
治
途
財
物
、
奪
国
酎
潟
士
伍
、
克
之
。
無
局
、
罰
金
二

斤
、
令
浸
入
所
受
。
有
能
捕
告
、
昇
其
所
受
滅
。
」
o

な
お
旬
奴
に
遣

使
し
た
「
御
史
大
夫
(
荘
)
青
翠
」
は
陶
青
の
誤
り
で
あ
る
。
注
に

「
臣
賞
日
、
此
陶
青
也
。
荘
主
円
程
乃
白
武
帝
時
人
。
此
紀
誤
c
」
と

あ
る
。

(
6
)

『
史
記
』
呉
王
祷
列
惇
に
は
「
抽
出
章
郡
舎
稽
郡
」
と
あ
る
が
、
曾

稽
郡
に
つ
い
て
は
、
漢
初
に
は
呉
郡
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
合
稽
郡
に

改
め
ら
れ
た
の
は
景
帝
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
橡
章
郡
は
、
必
同

時
准
南
園
の
封
地
で
あ
り
、
こ
れ
は
郭
郡
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。

瀧
川
亀
太
郎
『
史
記
合
注
考
詮
』
、
周
振
鶴
『
西
漢
政
匿
地
理
』
(
人

民
出
版
社
、
一
九
八
七
)
参
照
。

(
7
)

『
史
記
』
貨
殖
列
停
に
は
、
「
呉
楚
七
園
兵
起
時
、
長
安
中
列
侯

封
君
行
従
軍
放
、
驚
貸
子
銭
、
子
銭
家
以
翁
侯
口
巴
園
在
関
東
、
関
東

成
敗
未
決
、
莫
肯
典
。
唯
無
賭
氏
出
損
千
金
貸
、
其
息
什
之
。
三
月
、

出
先
楚
平
、
一
歳
之
中
、
則
無
盤
氏
之
息
什
倍
、
用
此
宮
玲
闘
中
。
」

と
あ
り
、
商
買
も
勝
敗
が
ど
ち
ら
に
韓
ぷ
か
判
断
に
苦
し
む
状
況
で

あ
っ
た
。

(
8
)

文
帝
治
旺
の
諸
侯
王
針
策
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
郡
岡
制
の
再
検

討
」
(
前
掲
)
参
照
。

(
9
)

司
馬
蓬
は
『
史
記
』
孝
景
本
紀
の
讃
で
呉
楚
七
園
の
乱
に
陥
っ
た

原
因
を
「
以
諸
侯
大
盛
、
而
錯
篤
之
不
以
漸
也
o
」
と
、
且
一
胤
錯
が
急

速
な
削
地
を
行
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
策
を
採
用
し
賓

行
に
移
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
景
帝
で
あ
る
。

(
日
)
景
帝
に
と
っ
て
量
錯
は
太
子
時
代
か
ら
の
寵
臣
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
が
、
反
乱
勃
議
後
に
は
哀
室
の
進
言
を
受
け
て
速
や
か
に

量
錯
を
庭
刑
し
て
い
る
(
『
史
記
」
呉
王
湧
列
惇
)
。

(
日
)
張
一
崎
一
連
「
西
漢
呉
楚
七
凶
之
乱
原
因
排
析
」
(
『
人
文
雑
誌
』
二

O

O
三
年
第
五
期
)

0

(
ロ
)
「
漠
童
H

』
文
帝
紀
注
引
く
臣
墳
は
、
文
帝
の
浸
年
齢
を
四
十
六
と

し
て
い
る
が
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
後
段
の
【
表
1
】
を
参
照
。

(
日
)
入
朝
し
て
い
た
呉
の
太
子
と
皇
太
子
で
あ
っ
た
劉
啓
と
が
、
と
も

に
博
を
し
て
い
た
時
に
争
い
と
な
り
、
劉
啓
が
呉
太
子
を
博
局
で
殴

殺
し
た
事
件
。
そ
れ
以
来
呉
王
劉
湧
は
入
朝
を
拒
否
す
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
文
帝
は
そ
れ
を
谷
め
ず
、
老
年
を
理
由
に
机
杖
を
賜
い
入

朝
を
兎
除
し
て
い
る
(
『
史
記
』
呉
干
一
湧
列
惇
)

0

(
U
)

拙
稿
「
郡
凶
制
の
再
検
討
」
(
前
掲
)

0

(
日
)
武
帝
は
景
帝
四
年
(
前
一
五
一
一
一
)
に
穆
東
王
と
し
て
封
建
さ
れ
た

が
、
景
帝
七
年
(
前
一
五

O
)
に
廃
太
子
劉
楽
に
替
わ
っ
て
立
太
子

さ
れ
て
い
る
。
昭
帝
の
場
合
は
、
征
和
二
年
(
前
九
一
)
の
い
わ
ゆ

30 
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る
「
京
一
塁
事
件
」
に
よ
り
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
戻
太
子
に
替
わ
っ

て
、
武
帝
の
崩
御
間
近
の
後
元
二
年
(
前
八
七
)
に
立
太
子
さ
れ
、

そ
の
後
す
ぐ
に
崩
御
し
た
武
帝
の
後
を
継
い
で
即
位
し
た
。

(
日
)
皇
太
子
の
地
位
の
不
安
定
さ
は
、
皇
帝
の
嫡
妻
と
し
て
の
皇
后
位

が
未
確
立
だ
っ
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
漠
代

に
お
け
る
皇
后
位
の
確
立
に
つ
い
て
は
、
保
科
季
子
「
天
子
の
好
球
一

|
|
渓
代
の
儒
数
的
皇
后
論
|
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
六
一
審
第

二
競
、
二

O
O
二
)
参
照
。

(
口
)
『
史
記
』
孝
文
本
紀
に
よ
れ
ば
、
文
帝
擁
立
の
際
に
大
臣
ら
が

「
子
弘
常
寸
は
皆
な
孝
恵
帝
の
子
に
非
ず
、
宗
廟
を
奉
ず
る
べ
か
ら

ず
o
」
と
述
べ
て
お
り
、
恵
帝
の
諸
皇
子
は
、
い
ず
れ
も
恵
帝
の
賓

子
で
は
な
い
疑
い
が
常
時
か
ら
あ
っ
た
。

(
同
)
三
王
世
，
家
の
史
料
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
大
庭
惰
「
史
記
三
王
世

家
に
つ
い
て
|
|
漢
代
公
文
書
の
様
式
よ
り
み
た
研
究
覚
書
|
|
」

(
『
史
泉
』
第
二
三
・
二
四
合
併
競
、
一
九
六
二
)
を
参
照
。

(
川
口
)
高
租
の
約
に
つ
い
て
は
、
増
淵
龍
夫
「
戦
図
秦
漢
時
代
に
お
け
る

集
圏
の
「
約
」
に
つ
い
て
」
(
新
版
『
中
園
古
代
の
社
合
と
園
家
』

岩
波
書
庖
、
一
九
九
六
所
牧
)
を
参
照
。

(
初
)
大
庭
惰
「
「
制
詔
御
史
長
沙
王
忠
其
定
著
令
」
に
つ
い
て
」
(
『
秦

漢
法
制
史
の
研
究
』
創
文
祉
、
一
九
八
二
所
収
)
0

な
お
、
李
開
元

「
漠
初
軍
功
受
盆
階
層
と
漠
代
政
治
」
(
『
漠
帝
国
の
成
立
と
劉
邦
集

圏
』
汲
古
書
院
、
二

0
0
0所
収
)
に
も
白
馬
の
問
に
関
す
る
考
察

が
あ
る
。

(
幻
)
買
誼
「
新
書
』
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
城
山
陽
宣
「
買
誼

『
新
書
』
の
成
立
」
(
『
日
本
中
国
皐
舎
報
』
第
五
六
集
、
二

0
0

四
)
を
参
照
。

(
勾
)
景
帝
即
位
時
の
諸
侯
王
は
、
梁
王
劉
武
(
景
帝
弟
)
、
代
王
劉
登

(
景
帝
甥
)
、
斉
王
劉
将
問
、
城
陽
王
劉
喜
、
済
北
王
劉
志
、
済
南

王
劉
昨
光
、
前
田
川
王
劉
賢
、
惨
西
王
劉
印
、
開
笠
束
王
劉
雄
渠
(
以
上

斉
王
家
)
、
准
南
王
劉
安
、
衡
山
王
劉
勃
、
雇
江
王
劉
賜
(
以
上
准

南
王
家
)
、
呉
王
劉
湧
、
楚
主
劉
戊
、
超
王
劉
遂
、
燕
王
劉
嘉
の
十

六
主
で
あ
っ
た
。

(
お
)
恵
帝
の
皇
子
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
(
町
)
の
と
お
り
、
史
書
に
は

恵
帝
の
賓
子
で
な
い
吋
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
六

人
が
恵
帝
の
皇
子
と
し
て
呂
后
に
よ
っ
て
封
建
さ
れ
て
い
る
。

(
弘
)
呉
丙
は
そ
の
忠
を
稽
え
ら
れ
、
唯
一
の
異
姓
諸
侯
王
と
し
て
残
さ

れ
る
こ
と
を
令
に
著
さ
れ
て
い
る
。
大
庭
松
岡
「
「
制
詔
御
史
長
沙
王

忠
其
定
著
令
」
に
つ
い
て
」
(
前
掲
)
参
照
。

(
お
)
周
振
鶴
『
西
漠
政
直
地
理
」
(
前
掲
)
参
照
。
ち
な
み
に
、
『
漠

主
目
』
高
五
王
停
に
は
同
年
の
こ
と
と
し
て
「
量
錯
過
を
以
て
越
の
常

山
都
を
削
る
」
と
あ
り
、
漠
朝
は
同
時
に
常
山
郡
も
削
り
、
漢
の
直

轄
地
と
し
て
い
る
。

(
お
)
反
乱
の
経
緯
に
つ
い
て
は
前
掲
注
(
1
)
諸
論
文
参
照
。
と
く
に
稲

葉
一
郎
「
呉
楚
七
図
の
乱
に
つ
い
て
」
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

(
幻
)
景
帝
十
三
皇
子
の
う
ち
臨
江
王
の
劉
闘
が
景
帝
四
年
(
前
会
五

一
二
)
に
、
太
子
を
廃
さ
れ
同
じ
く
臨
江
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
劉
築
が
中

二
年
(
前
一
四
八
)
に
亮
去
し
て
お
り
、
中
五
年
段
階
で
は
十
一
皇

子
が
諸
侯
王
と
し
て
健
在
で
あ
っ
た
。

(
お
)
異
母
弟
の
代
主
劉
参
は
、
文
帝
後
二
年
(
前
一
六
二
)
に
亮
じ
、

嗣
子
劉
登
に
代
替
わ
り
し
て
い
る
。

31 
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(
却
)
王
岡
官
制
改
革
の
経
緯
と
改
革
に
よ
っ
て
生
じ
た
問
題
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
「
景
帝
中
五
年
王
園
改
革
と
園
制
再
編
」
(
『
古
代
文
化
」

第
五
六
を
第
一

O
強
、
二

O
O
四
)
を
参
照
。

(
日
山
)
梁
玉
縄
『
史
記
志
疑
』
は
「
百
官
表
、
省
諸
侯
王
御
史
大
夫
、
奥

改
丞
相
矯
相
、
並
在
中
五
年
。
此
輿
漢
紀
書
子
中
三
年
、
未
知
執
日
正
、

而
中
丞
之
稽
則
誤
也
、
中
丞
乃
御
史
大
夫
之
属
。
」
と
い
い
、
ど
ち

ら
が
正
し
い
か
判
断
し
が
た
い
が
、
『
史
記
』
の
「
御
史
中
丞
」
は

「
御
史
大
夫
」
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
拙
稿
「
景
帝
中

五
年
王
国
改
革
と
閥
制
再
編
」
(
前
掲
)
参
照
。

(
出
)
買
誼
『
新
来
日
』
生
寸
斉
に
は
漢
朝
の
制
度
と
諸
侯
王
園
の
制
度
が
等

し
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
『
漢
書
』
諸
侯
王
表
に
は
諸
侯

王
園
が
「
(
円
室
百
官
京
師
と
制
を
同
じ
く
す
」
と
あ
る
。

(
幻
)
李
開
元
「
漢
初
軍
功
受
盆
階
層
の
成
立
」
(
『
漠
帝
園
の
成
『
げ
一
と
劉

邦
集
圏
』
汲
古
書
院
、
二

0
0
0、
所
牧
)

0

(
お
)
『
史
記
』
五
宗
世
家
「
太
史
公
目
、
:
:
:
白
呉
楚
反
後
、
五
宗
王

世
、
漢
潟
置
二
千
石
、
去
「
丞
相
」
日
「
相
」
、
銀
印
。
諸
侯
濁
得

食
租
税
、
奪
之
権
。
其
後
諸
侯
貧
者
或
采
牛
車
也
。
」
。

(
弘
)
拙
稿
「
郡
園
制
の
再
検
討
」
(
前
掲
)

0

(
お
)
こ
の
一
句
の
解
稗
に
つ
い
て
尾
形
勇
氏
は
、
「
同
姓
」
は
「
劉
」

で
は
な
く
「
漢
」
を
意
味
し
て
い
る
と
す
る
(
『
中
岡
古
代
の

「
家
」
と
園
家
」
(
山
石
波
書
庖
、
一
九
七
九
)
、
「
呉
王
劉
湧
と
「
天

下
一
家
」
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
第
三
巻
月
報
、
岩
波
書
庖
、

一
九
九
八
)

)

0

(
お
)
『
史
記
』
漠
興
以
来
諸
侯
王
年
表
に
「
呉
楚
時
、
前
後
諸
侯
或
以

川
越
削
地
、
是
以
燕
・
代
無
北
遅
部
、
呉
・
准
南
・
長
沙
無
南
漫
郡
、

斉
・
越
・
梁
・
楚
支
郡
名
山
阪
海
成
約
於
漢
o
」
と
あ
る
。
透
郡
牧

納
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
景
帝
中
五
年
王
園
改
革
と
図
制
再

編
」
(
前
掲
)
参
照
。
な
お
こ
の
王
園
透
郡
の
収
納
も
、
皇
子
封
建

の
用
地
捻
出
の
た
め
の
政
策
の
一
環
か
も
し
れ
な
い
。

(
幻
)
漢
初
に
は
王
岡
の
枠
を
越
え
た
制
度
的
な
人
事
は
行
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
拙
稿
「
渓
初
人
事
考
」
(
「
史
泉
』
第
九
九
競
、
二

0
0

四
)
参
照
。

(
お
)
浅
野
折
口
弘
「
前
漢
景
帝
の
封
諸
侯
王
政
策
の
一
考
察
|
|
梁
王
武

の
擁
立
事
件
を
中
心
に
|
|
」
(
『
立
正
大
準
大
向
学
院
年
報
』
第
九
競
、

一
九
九
一
)
は
、
景
帝
中
五
年
改
革
が
行
わ
れ
た
直
接
的
な
契
機
は
、

梁
主
武
が
自
ら
を
皇
太
子
に
擁
立
し
よ
う
と
し
て
失
敗
、
そ
の
恨
み

か
ら
漢
の
大
臣
を
暗
殺
し
た
事
件
を
、
つ
け
て
、
諸
侯
王
政
策
の
必
要

性
を
認
識
し
た
こ
と
に
あ
る
、
と
す
る
。
景
帝
が
こ
の
時
期
に
諸
佼

王
や
宗
主
封
建
に
た
い
し
て
何
ら
か
の
改
革
を
必
要
と
感
じ
た
と
い

う
認
識
は
、
本
論
と
共
通
し
て
い
る
。

(
却
)
こ
の
時
、
地
方
行
政
組
織
と
封
建
諸
侯
王
と
が
切
り
離
さ
れ
た
こ

と
は
、
賓
質
的
な
統
治
権
を
含
む
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
「
封

建
」
が
、
よ
り
形
式
的
・
儀
種
的
な
「
封
建
」
へ
と
愛
容
し
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
中
岡
に
お
け
る
封
建
概
念
の

愛
化
を
考
え
る
上
で
重
要
な
志
義
を
も
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
そ
の
後
の
王
朝
に
お
い
て
も
宗
室
封
建
が
盛
ん
に
行
わ
れ
得

た
の
は
、
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
封
建
の
意
味
が
間
変
容
し
た
こ
と
と
関

係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
中
図
に
お
け
る
宗
山
E
R

庭
遇
の
歴
史
的
展

開
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
改
革
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(ω)
拙
稿
「
景
帝
中
五
年
王
凶
改
革
と
園
制
再
編
」
(
前
掲
)
。
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(
剖
)
工
藤
卓
司
「
『
買
誼
新
書
』
の
諸
侯
王
国
針
策
」
(
『
日
本
中
園
皐

舎
報
』
第
五
六
集
、
二

O
O
四
)
も
、
文
六
巾
が
採
則
し
た
買
誼
の
分

193 

国
策
が
、
宗
室
諸
侯
王
園
の
存
在
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
血
縁
的

紐
帯
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
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THE BACKGROUND OF EMPEROR JING'S POLICY CHANGE

ON THE COMMANDERY AND PRINCIPALITY SYSTEM

DURING THE FORMER HAN DYNASTY

SUGIMURA Shinji

The commandery and principality system ~~ ~ ffJU, which had been introduced

by the founder of the dynasty, was effective in governing the broad territory of

the empire, and by the time of Emperor Wen, the commandery and principality

system became the organizing principle of the national government system. Why

then was there a shift in policy in the time of Emperor ling? This article is an

attempt to consider the background of the policy toward feudatory princes ~i1*.=E

in the reign of Emperor ling, which has heretofore been understood in terms of

the process of the centralization of power, from a new standpoint.

Emperor ling, who had more than 14 sons, contrived to whittle down the

territory of the feudal princes in order to enfeoff the princes in the traditional Han

manner. By doing this, he increased friction among members of the imperial clan.

The process brought about the rebellion of the seven states of Wu Chu and

others. The result was a victory for the Han, and the former territory of the re

bellious states was awarded to the princes, and thus Emperor ling was able to

complete the enfeoffment of the princes. However, the maintenance of the princi

ple of enfeoffment beyond this point would evoke friction among members of the

imperial family, and might invite more turmoil. Moreover, the trouble of the de

creased quality of the rule of outlying regions due to the partition of principalities

arose. While these problems were related to the personal circumstances of

Emperor ling having many princes, one can surmise that the problem suddenly be

came manifest with the change in the royal house in the accession of Emperor

Wen and the passing of three generations since the founding of the dynasty when

the number of members of the royal house increased.

The measure taken in response to the problem in the commandery and princi

pality system that arose in this way was the reform of the principalities in the fifth

year of Emperor ling. By cutting off the feudatory princes from ruling their feoffs,

it became possible to enfeoff them without impacting regional rule and causing un

necessary friction among members of the royal house. The goal of this reform was

not intended to be a one-dimensional system of rule, suppressing the feudatory
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princes, but it showed signs of being an effort to maintain the traditional Han sys

tem of enfeoffing princes of the royal house, and it was conducted to sustain the

existence of the feudatory princes of the royal house and the principle of feudal

enfeoffment born thereof.

THE SYMBIOTIC RELATIONSHIP BETWEEN NOMADIC AND

OASIS-CENTERED STATES: AS SEEN IN THE CASE OF

THE WESTERN TURK AND GAO-CHANG KINGDOM

UNDER THE ROYAL HOUSE OF QU

ARAKAWA Masaharu

This article employs the Turfan documents to address the Gao-chang kingdom

under the royal house of Qu ~*J ~~ J§ ~ of Turfan and the nomadic state of the

Western Turks [9~~ who supported it and to analyze the multifarious symbiotic

relationships built up between the two. As a result of this analysis, it has become

clear that the core of the symbiotic relationship built up between the nomadic and

oasis-centered states was the mutually beneficial relationship of the dispatch and

organization of missions by various khans and various nomadic groups and their

acceptance by oasis-centered states. In other words, it is thought that the leaders

of the various nomadic groups in nomadic states dispatched Sogdians in the region

as their agents or assigned them to accompany the missions to the oasis-centered

states, and they gained the opportunity to purchase various luxury goods stored in

the oases while securing food and lodging, and in addition they sold their own pro

ducts or transit trade goods. In other words, the dispatch of these missions

amounted to organizing a caravan for trade. Moreover, these missions in providing

an opportunity for safe long-distance travel brought together many individual Sog

dian traders, who originally had no relationship to the missions.

On the other hand, for the oasis-centered states the dispatch of the embas

sies by nomadic groups and their reception meant not simply the prevention of

plundering by the nomadic states, but also these embassies brought prosperity

through an increasingly thriving trade as a result of leading and protecting many

Sogdian traders.

In addition, these oasis-centered states themselves dispatched missions to

various locations under the order established through the nomadic states' rule. In
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